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は じ め に 

 

予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害時に、地域住民の生命、健康を守り、「防

ぎえる災害死」を１人でも減らすためには、県及び市町における、災害時医療救護体制の

確立が不可欠です。 

 

本県は、昭和58年に、予想される東海地震に対する医療救護体制を確立するため、「東

海地震に対する静岡県医療救護計画」を策定し、その後、阪神淡路大震災や被害想定の見

直し等、状況の変化に応じた改定を重ね、前回の改定（平成25年）では、東日本大震災に

おける災害医療の状況を踏まえ、全面的な内容の見直しを行うとともに、様々な規模の災

害や、県外大規模災害にも対応するため、計画の名称を「静岡県医療救護計画」に改称し

ました。 

 

今回の改定にあたっては、南海トラフ地震における静岡県広域受援計画や静岡県保健医

療計画等との整合性を図りつつ、平成28年熊本地震等における災害医療の状況の変化に応

じた改定を行いました。 

 

本計画では、二次医療圏単位等で設置している地域災害医療対策会議で救護所に関する

課題等が多く挙げられていることを踏まえ、フェーズ区分に応じた救護所の主な機能等を

整理するとともに、代表的な救護所設置モデルを例示するなど、地域の実情に応じた救護

所設置のあり方について定めました。 

 

また、平成 28 年熊本地震では、保健医療活動チームの指揮・派遣調整や保健医療ニー

ズの情報連携などで困難な状況が生じたことを踏まえ、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー

ム）や災害時小児周産期リエゾン、さらにＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）

との連携など、保健医療活動にかかるコーディネート機能の強化について定めました。 

 

１人でも多くの命を救うため、本計画で定める、災害時の市町、関係団体、医療機関、

地域住民の役割を各自があらかじめ把握し、発災時には地域包括ケアシステムづくりで培

った多職種の連携により、さらに円滑な医療救護活動を実施できるよう、皆様の御理解と

御協力を心からお願いいたします。 

 

２ ０ １ ９ 年 ４ 月 

 

静岡県健康福祉部長 池田 和久 



目       次 

 

第１ 静岡県医療救護計画の位置付け ···········································1 

 

第２ 医療救護計画策定の目的 ·················································1 

 

第３ 医療救護計画の基本的な考え方 ···········································1 

１ 関係者の役割 ···························································1 

(1) 地域住民の役割 ······················································1 

(2) 市町の役割 ··························································1 

(3) 県の役割 ····························································1 

(4) 関係団体との連携 ····················································1 

２ 医療救護の対象者及び区分 ···············································1 

(1) 医療救護の対象者 ····················································1 

(2) 対象者の区分 ························································2 

３ 医療救護施設の区分 ·····················································2 

４ 医療救護期間の区分 ·····················································2 

５ 静岡県の災害医療体制 ···················································3 

(1) 全体図 ······························································3 

(2) 地域災害医療対策会議 ················································3 

(3) 災害医療コーディネーター ············································3 

(4) 災害薬事コーディネーター ············································3 

６ 災害時の情報把握 ·······················································4 

(1) 通信手段 ····························································4 

(2) 情報システム ························································4 

７ 研修、訓練の実施 ·······················································4 

 

第４ 市町計画策定指針 ·······················································5 

１ 市町医療救護計画の策定 ·················································5 

２ 医療救護施設の設置及び指定 ·············································5 

３ 救護所設置運営指針 ·····················································5 

(1) 救護所の役割 ························································5 

(2) 救護所設置場所及び留意事項 ··········································5 

(3) 救護所の主な機能等 ··················································6 

(4) 救護所設置モデル例 ··················································8 

ア 避難所併設型 ·······················································8 

イ 医療機関併設型（診療拠点型) ········································9 

ウ 医療機関併設型（病院前トリアージ型） ······························10 



 

エ 本部機能が併設される場合 ··········································11 

(5) 救護所の設備及び資器材 ·············································12 

(6) 救護所運営指針 ·····················································12 

ア 医療従事者の確保 ··················································12 

イ 救護所運営管理者 ··················································12 

ウ 医療救護活動体制 ··················································12 

エ 医薬品等の確保 ····················································13 

オ 災害発生時等の初動体制 ············································13 

カ 救護所開設状況の報告 ··············································13 

キ 医療救護活動に必要な措置の要請 ····································14 

ク 定期的な訓練の実施 ················································14 

４ 救護病院指定運営指針 ··················································14 

(1) 救護病院の役割 ·····················································14 

(2) 救護病院指定指針 ···················································14 

(3) 救護病院の施設及び設備等 ···········································14 

(4) 救護病院運営指針 ···················································15 

ア 救護病院医療救護計画の作成 ········································15 

イ 災害発生時等の初動体制（ＣＳＣＡの確立） ··························15 

ウ 医療救護活動に必要な措置の要請 ····································16 

エ 医療救護活動体制 ··················································16 

オ 医療チーム受入れ体制の整備 ········································16 

カ 定期的な訓練の実施等 ··············································16 

５ 患者搬送体制の整備 ····················································16 

６ 地域災害医療対策会議への参画 ··········································16 

７ 津波被害等への対応 ····················································17 

８ 医療救護施設に指定しない医療機関に対する対応 ··························17 

９ 医療救護施設からの遺体搬送 ············································17 

10 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発せられた場合の準備体制 ·····17 

 

第５ 県広域計画 ··························································· 18 

１ 県の役割 ····························································· 18 

２ 医療救護施設（災害拠点病院・災害拠点精神科病院）の指定 ··············· 18 

３ 災害拠点病院指定運営指針 ··············································19 

(1) 災害拠点病院の役割 ················································ 19 

(2) 災害拠点病院指定方針 ·············································· 19 

(3) 災害拠点病院運営指針 ·············································· 20 

ア 災害拠点病院医療救護計画の作成 ····································20 

イ 災害発生時等の初動体制（ＣＳＣＡの確立） ························· 20 



 

ウ 医療救護活動に必要な措置の要請 ··································· 20 

エ 広域医療搬送への対応 ············································· 20 

オ ＤＭＡＴ活動拠点本部が設置された場合の対応 ······················· 20 

カ 定期的な訓練の実施等 ············································· 20 

４ 災害拠点精神科病院指定運営指針 ········································21 

(1) 災害拠点精神科病院の役割 ·········································· 21 

(2) 災害拠点精神科病院指定運営方針 ···································· 21 

５ 重症患者の広域医療搬送 ··············································· 22 

(1) 広域医療搬送の考え方 ·············································· 22 

(2) 広域医療搬送における県の役割 ······································ 22 

(3) 航空搬送拠点の確保 ················································ 22 

(4) ＳＣＵの設置、運営 ················································ 22 

(5) 航空搬送拠点までの患者県内搬送手段の確保、調整 ···················· 23 

(6) 広域医療搬送の活動手順 ············································ 23 

(7) 広域医療搬送にかかる留意事項 ······································ 24 

ア 患者県内搬送等におけるドクターヘリ等運航管理体制の整備 ··········· 24 

イ 陸上搬送等の体制整備 ············································· 24 

ウ 急性期以降の広域医療搬送 ········································· 24 

６ 広域受援体制 ························································· 25 

(1) フェーズⅠ【災害超急性期（発災～48時間）】························· 25 

ア ＤＭＡＴの受入れ ················································· 25 

イ 静岡県ＤＭＡＴ調整本部の設置 ····································· 25 

ウ 緊急輸送ルートの確保 ············································· 25 

エ 陸路参集ＤＭＡＴの受入れ手順 ····································· 26 

オ ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置 ······································· 26 

カ 被災地域で活動する空路参集ＤＭＡＴの移動手段確保 ················· 26 

キ ＤＰＡＴ先遣隊の受入れ ··········································· 26 

(2) フェーズⅡ【災害急性期（３日～１週間）】 ··························· 27 

ア 平時における地域災害医療対策会議の設置 ··························· 27 

イ 災害医療コーディネーター ········································· 27 

ウ 日本赤十字社救護班の受入れ ······································· 29 

エ 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）の受入れ ····················· 29 

(3) フェーズⅢ【災害亜急性期～中長期（１週間～１ヶ月）】 ··············· 30 

７ 県災害対策本部健康福祉部医療救護班の業務 ····························· 30 

８ 県災害対策本部方面本部健康福祉班の業務 ······························· 30 

９ 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発せられた場合の準備体制 ···· 31 

 

第６ 医薬品等及び輸血用血液の確保・供給計画 ······························· 32 



 

１ 事前の備え ··························································· 32 

２ 準備体制 ····························································· 32 

(1) 医薬品等 ··························································· 32 

ア 市町 ····························································· 32 

イ 保健所 ··························································· 32 

ウ 健康福祉部薬事課 ················································· 32 

エ 医薬品卸業者等 ··················································· 32 

オ 地域薬剤師会······················································ 32 

カ 県薬剤師会························································ 32 

(2) 輸血用血液 ························································· 33 

ア 健康福祉部薬事課················································· 33 

イ 静岡県赤十字血液センター ········································· 33 

３ 供給の要請 ··························································· 33 

(1) 医療救護施設························································ 33 

ア 医薬品等 ························································· 33 

イ 輸血用血液 ······················································· 33 

(2) 市町災害対策本部 ··················································· 33 

ア 医薬品等 ························································· 33 

イ 輸血用血液 ······················································· 33 

４ 調達・あっせん ······················································· 33 

(1) 県方面本部（保健所） ··············································· 33 

ア 医薬品等 ························································· 33 

イ 輸血用血液 ······················································· 33 

(2) 県災害対策本部 ····················································· 34 

 ア 医薬品等 ························································· 34 

イ 輸血用血液 ······················································· 34 

(3) 医薬品卸業者等 ····················································· 34 

(4) 静岡県赤十字血液センター············································ 34 

５ 輸送手段 ····························································· 34 

(1) 医薬品等···························································· 34 

ア 市町災害対策本部 ················································· 34 

イ 県方面本部（保健所） ············································· 34 

ウ 県災害対策本部 ··················································· 34 

エ 医薬品卸業者等 ··················································· 35 

(2) 輸血用血液 ························································· 35 

ア 静岡県赤十字血液センター ········································· 35 

イ 県災害対策本部 ··················································· 35 

６ 薬剤師の派遣 ························································· 35 



 

(1) 市町災害対策本部···················································· 35 

(2) 県方面本部（保健所）················································ 35 

(3) 県災害対策本部······················································ 35 

(4) 地域薬剤師会························································ 35 

(5) 静岡県薬剤師会······················································ 35 

７ 災害薬事コーディネーター ············································· 35 

(1) 災害薬事コーディネーターの委嘱等 ··································· 35 

(2) 配置（活動）場所と役割 ············································· 36 

ア 本部災害薬事コーディネーター ····································· 36 

イ 地域災害薬事コーディネーター ····································· 36 

(3) 指揮命令系統 ······················································· 36 

(4) 参集 ······························································· 36 

(5) 平時における対応 ··················································· 36 

 

第７ 応援派遣体制 ························································· 37 

１ 応援派遣の考え方 ····················································· 37 

２ 静岡ＤＭＡＴの設置 ··················································· 37 

(1) 静岡ＤＭＡＴの活動内容 ············································ 37 

(2) 静岡ＤＭＡＴの出動基準 ············································ 37 

(3) 静岡ＤＭＡＴ出動要請 ·············································· 37 

(4) 静岡ＤＭＡＴ連絡協議会の設置 ······································ 37 

３ 静岡ＤＰＡＴの設置 ··················································· 37 

(1) 静岡ＤＰＡＴの活動内容 ············································ 37 

(2) 静岡ＤＰＡＴの出動基準 ············································ 38 

(3) 静岡ＤＰＡＴ出動要請 ·············································· 38 

(4) 静岡ＤＰＡＴ連絡協議会の設置 ······································ 38 

４ 応援班の設置 ························································· 38 

(1) 応援班の編成 ······················································ 38 

(2) 応援班設置基準 ···················································· 38 

(3) 応援班の出動基準 ·················································· 39 

(4) 応援班出動要請 ···················································· 39 

(5) 応援班の移動手段 ·················································· 39 

(6) 応援班の活動 ······················································ 39 

(7) 応援班設置要綱の作成 ·············································· 39 

５ 医療救護活動に関する協定に基づく医療従事者の派遣 ····················· 39 

６ 県外大規模災害時における静岡県医療救護チームの編成 ··················· 39 

 

静岡県医療救護計画 用語集 ················································· 40



1 

 

第１ 静岡県医療救護計画の位置付け 

１ この計画は、「災害対策基本法」第４０条の規定により、静岡県の地域に係る防災対策

の大綱を定めた「静岡県地域防災計画」のうち、医療救護活動に係る事項の個別計画で

ある。 

２ この計画は、「医療法」第３０条の４第１項の規定により、静岡県における保健医療施

策の基本指針を定めた「静岡県保健医療計画」との整合性を図るものとする。 

３ この計画は、中央防災会議が策定した「南海トラフ地震における具体的な応急対策活

動に関する計画」に基づく国の活動に関し、本県が応援を受け入れる体制を確保するた

めに定めた「南海トラフ地震における静岡県広域受援計画」等との整合性を図るものと

する。 

第２ 医療救護計画策定の目的 

１ 予想される南海トラフ巨大地震［用語集－１］等の大規模災害から、地域住民の生命、健

康を守るため、県及び市町の医療救護体制を確立する。 

２ 重大な交通事故、列車事故及び航空機事故等の大規模事故や、台風、局地的な豪雨等

の風水害をはじめとする局地災害にも対応する。 

３ 県外大規模災害発生時の医療救護活動に係る本県からの応援派遣体制を整備する。 

第３ 医療救護計画の基本的な考え方 

１ 関係者の役割 

県、市町、関係団体、医療救護施設、地域住民等が、災害時の各自の役割をあらかじ

め把握し、発災時には相互に連携のうえ、迅速かつ円滑に医療救護活動を実施する。 

(1) 地域住民の役割 

地域住民は、自らの命は自ら守る、自らの地域は皆で守るを基本として、家庭救護

及び自主防災組織による相互扶助体制を確立する。 

(2) 市町の役割 

市町は、直接地域住民の生命、健康を守るため、市町医療救護計画を策定し、大規

模災害時に地域住民の協力の下、医療救護活動を実施する。 

(3) 県の役割 

県は、国及び他の都道府県と連携し、県が委嘱する災害医療コーディネーター及び

災害薬事コーディネーター等の協力の下、市町で対応できない広域的な医療救護活動

を実施する。 

(4) 関係団体との連携 

県及び市町は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院協会、看護協会等の医療関係

団体と密接に連携し、医療救護活動を実施する。 

２ 医療救護の対象者及び区分 

(1) 医療救護の対象者 

ア 災害による負傷者を主な対象者とする。 

イ 医療機関自らの被災等により、転院を必要とする入院患者等を対象者とする。 

ウ 人工透析患者、人工呼吸器装着者等の難病患者及び妊産婦、新生児、また、直接
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災害に起因しない救急患者等を対象者とする。 

エ 災害時における異常な状況下において、ストレスによる情緒不安定や精神疾患等

の症状が認められる者を対象者とする。 

オ ウ、エについての具体的な対応については、「災害時における難病患者支援マニュ

アル」、「災害時の心のケア対策の手引」等で別に定めるものとする。 

(2) 対象者の区分 

医療救護の対象者を次のとおり区分する。 

重症患者 生命を救うため、直ちに手術等入院治療を必要とする者 

中等症患者 多少治療の時間が遅れても生命に危険はないが、入院治療を要する者

軽症患者 上記以外の者で医師の治療を必要とする者 

３ 医療救護施設の区分 

医療救護施設を次のとおり区分する。 

区  分 指 定 主 な 機 能 

災害拠点病院 県 

・重症患者の受入れ ・ＤＭＡＴ［用語集－２］派遣 

・広域医療搬送への対応 ・ＤＭＡＴ等医療チーム受入れ 

・地域の医療機関への応急用資器材の貸出し 

災害拠点精神 

科病院 
県 

・被災精神科病院の患者の受入れ 

・医療救護施設等で対応困難な精神疾患等患者の受入れ 

救 護 病 院 市町 
・中等症、重症患者の受入れ 

・重症患者の災害拠点病院への搬送及び広域医療搬送への対応

救 護 所 市町 ・軽症患者の受入れ 

４ 医療救護期間の区分 

医療救護期間を次のとおり区分する。 

区分は目安であり、各区分の期間は災害の規模等により変動する。 

フェーズ 区 分 期   間 

Ⅰ 超急性期 災害発生～概ね４８時間

Ⅱ 急性期 ３日目～１週間 

Ⅲ 亜急性期～中長期 １週間～１か月 

○医療救護対象者の受入体制 
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５ 静岡県の災害医療体制 

(1) 全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地域災害医療対策会議［用語集－３］ 

県は、大規模災害時に医療救護施設等の医療ニーズを把握・分析した上で医療チー

ムを配置調整するなどのコーディネート体制を確立するため、平時から、原則として

二次医療圏単位で地域災害医療対策会議を設置し、地域の災害医療関係者のネットワ

ークを構築する。 

(3) 災害医療コーディネーター［用語集－４］ 

県が委嘱する災害医療コーディネーターは、地域災害医療対策会議で構築したネッ

トワークを活用し、大規模災害時の医療資源需給調整に関する保健所長業務を補完す

る。 

(4) 災害薬事コーディネーター［用語集－５］ 

県が委嘱する災害薬事コーディネーターは、災害時の医療救護活動に必要な医薬品、

医療材料（以下「医薬品等」という。）の確保・供給及び薬剤師の確保・派遣に関する

県又は市町の業務を補完、実施する。 
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６ 災害時の情報把握 

(1) 通信手段 

災害時に迅速、適切な医療救護活動を実施するためには、情報を得るための通信手

段確保が必要不可欠である。 

県、市町、医療救護施設及び関係団体は、次に例示する通信手段を複数確保するよ

う努めることとする。 

通 信 手 段 特      徴      等 

衛 星 電 話

・衛星回線インターネット利用可能（一部機種を除く） 

・不感地帯なし（多くの機種でアンテナを南天方向に固定する必

要あり） 

・災害拠点病院は設置義務あり 

防災行政無線

・県防災行政無線、市町防災行政無線に区分 

・固定通信系（同報系）、移動通信系、衛星通信系等により構成 

・山間地等における不感地帯あり 

Ｍ Ｃ Ａ 無 線

・企業、団体、自治体等で利用可能な業務用無線 

・防災行政無線としても利用可能 

・山間地等における不感地帯あり 

アマチュア無線
・防災行政無線等を補完する情報収集手段として有効 

・全ての使用者に無線免許が必要 

(2) 情報システム 

   医療救護活動において、県、市町及び医療救護施設が主に使用する情報システムは、

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）と、ふじのくに防災情報共有システム（Ｆ

ＵＪＩＳＡＮ）である。 

   どちらもインターネット上のシステムであるため、県、市町、医療救護施設は、衛

星インターネット回線の確保に努めるとともに、情報を入力する複数の担当者を事前

に定めておき、入力内容や操作方法などの研修、訓練を行うこととする。 

名    称 入力者 主 な 機 能 

広域災害救急医

療情報システム

（ＥＭＩＳ） 

［用語集－６］ 

医療救護施設 

県 

市町 

・医療救護施設の災害医療情報集約及び全国での情報共有 

※本県は「医療ネットしずおか」経由で入力 

・ＤＭＡＴ活動状況把握（ＤＭＡＴ管理） 

・広域医療搬送患者情報把握（ＭＡＴＴＳ） 

ふじのくに防災情報

共有システム 

（ＦＵＪＩＳＡＮ）

［用語集－７］ 

県 

市町 

・救護所開設状況把握 

・医療救護支援要請 

※医療救護以外にも、道路、避難所等、多数の情報を

共有 

７ 研修、訓練の実施 

  県、市町、医療救護施設及び医療関係団体は、本計画に基づく医療救護体制の実効性

を確保するため、災害医療に関する研修や、医療救護に関する実働訓練、図上訓練等を、

関係機関と連携のうえ、継続的に実施することとする。 
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第４ 市町計画策定指針 

１ 市町医療救護計画の策定 

(1) 市町は、本計画で定める市町の役割を踏まえ、市町医療救護計画を策定する。 

(2) 市町は、市町医療救護計画に基づく医療救護体制の実効性を確保するため、災害医

療に関する研修や、医療救護に関する実働訓練、図上訓練等を、関係機関と連携のう

え、継続的に実施する。 

２ 医療救護施設の設置及び指定 

(1) 市町は、救護所を設置する。 

(2) 市町は、救護病院を指定する。 

(3) 市町は、医療救護施設の機能が充分発揮できるよう、施設、設備、運営体制の整備

に努める。 

３ 救護所設置運営指針 

(1) 救護所の役割 

  ア 医療救護対象者の重症度・緊急度の判定・選別（トリアージ） 

  イ 軽症患者の受入れ及び処置 

  ウ 必要に応じた中等症患者及び重症患者の応急処置 

  エ 中等症患者及び重症患者の救護病院及び災害拠点病院等への搬送手配 

  オ 死亡確認及び遺体搬送の手配 

  なお、救護所においては傷病者の収容（全身管理を伴う入院治療を行うこと。）は基本

的には行わないが、傷病者への初期評価と可能な範囲での処置等を実施することに留意

する。 

(2) 救護所設置場所及び留意事項 

ア 市町は、避難所として指定した学校、公共施設又は医療機関等のうちから、地域

性や想定される傷病者数及び避難者数、津波による浸水被害等を考慮し、必要数、

医療救護活動に必要な広さ、傷病者や資器材搬送の利便性などを総合的に判断して、

災害時に必要な箇所数の救護所を設置できるよう、設置場所を事前に指定する。 

また、市町は、救護所の迅速な設置運営が図られるように、指定された施設の管

理者や医療機関等の関係機関と施設の使用方法等について事前に協議しておく。 

なお、災害時における救護所の開設については、被害の状況等に応じて柔軟に対

応するものとする。 

イ 救護所は、原則として、気象条件の影響を受けにくい屋内施設（耐震性が確保さ

れていることが望ましい。）に設置する。（「耐震性が確保されている施設」とは、新

耐震基準（昭和 56 年）［用語集－８］で建設された建物及び昭和 56 年以前の建物であ

って耐震補強工事済みの建物（Is値0.6以上）をいう。） 

なお、やむを得ない場合はテント等を設置し、救護所とすることも検討する。 

ウ 市町は、救護所を設置する施設の被災や、救護病院、災害拠点病院に軽症患者が

多数来院することなども懸念されることから、必要に応じ近隣の広場等を確保し、

救護所として使用することも検討する。 
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エ 市町は、救護所設置場所について、定期的な救護所設置運営訓練の実施等による

住民への事前周知及び災害時における救護所開設情報の速やかな周知に努める。 

なお、円滑な医療救護活動を行うため、必要に応じて、医療機関前に設置する救

護所等について、事前周知を控えることも検討する。 

オ その他、救護所の設置にあたっては、下表の項目について留意する。 

救護所設置留意事項 

１ 建物周辺の安全確保 

２ 建物が使用できない場合のテント設置場所の確保 

３ 給水の確保 

４ 排水路の確保 

５ 非常電源及び燃料の確保 

６ 照明の確保 

７ 空調、換気の確保 

８ 駐車場の確保 

９ 患者搬入出動線の確保 

10 トリアージエリア、患者収容スペースの確保 

11 応急的な遺体安置スペースの確保 

12 資器材収納倉庫の確保 

13 衛生面の確保 

(3) 救護所の主な機能等 

   考えられる救護所の主な機能等を例示すると、下表のとおりである。 
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(4) 救護所設置モデル例 

 以下に、代表的な救護所設置モデルを例示する。 

なお、各救護所の機能は、市町が事前に決定しておくか、又は災害時において災害 

医療コーディネーター等と相談し、実情に応じて決定する。 

 

ア 避難所併設型 

避難所に併設して設置し、超急性期はトリアージ・応急処置等が中心となる。避 

難生活の長期化による被災者の医療ニーズ対応（慢性疾患・健康管理等）を行う場

合もある。 
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イ 医療機関併設型（診療拠点型)  

医療機関（診療所、急患センター等）前などに設置し、一定の診療機能を担う。 

必要に応じて、他の救護所からの傷病者の受入れ・処置等も行い、地域の核となる

機能を担う。 
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ウ 医療機関併設型（病院前トリアージ型） 

  主にフェーズⅠ（超急性期）において、軽症患者が多数来院することなども懸念 

されることから、医療機関（災害拠点病院・救護病院等）前に設置し、応急処置等

のほか、必要に応じて最寄の救護所への案内等を行い、医療機関の負荷を軽減（診

療機能を確保）する役割を担う。 
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エ 本部機能が併設される場合 

なお、上記ア～ウの例示において、集約化等により本部機能がそれぞれ併設され

る場合があることに留意する。 

具体的には、医療救護活動に係る関係者が参集し、定期的にミーティングを開催

するなど活動方針の確認や情報交換のほか、必要に応じて、市町災害対策本部等と

情報受伝達を行い、他の救護所に係る人的・物的支援などの調整等を統括する役割

を担う機能をいう。 
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 (5) 救護所の設備及び資器材 

    救護所の設備及び資器材は、下表を参考に整備するものとする。 

    なお、定期的な動作確認等が必要な医療機器については、関係機関とも協議し、救

護所設置場所に近い医療機関への保管についても検討する。 

救護所設備及び資器材例 

１ テント、エアテント 

２ 発電機 

３ 可搬ポンプ 

４ 医療機器セット（創傷、熱傷、骨折、蘇生、輸液）

５ 医薬品等 ［様式・資料編２１Ｐ］※ 

６ ビニールシート 

７ 毛布、担架、簡易ベッド 

８ トリアージタッグ 

９ 非常食、飲料水 

10 救護所を示す標識（特に避難所併設型の場合） 

 ※「薬剤師のための災害対策マニュアル」（平成23年度厚生労働科学研究「薬局及び薬剤師に関する災害

対策マニュアルの策定に関する研究」研究班報告書）等を参考とする。 

(6) 救護所運営指針 

ア 医療従事者の確保 

   (ｱ) 市町は、救護所で医療救護活動を行う医療従事者を確保するため、災害時におけ

る救護所への医療従事者派遣について、郡市医師会、郡市歯科医師会、地域薬剤師

会等関係団体とあらかじめ協定を締結する。 

薬剤師に関しては、地域薬剤師会に加え、災害薬事コーディネーターとも連携し

た確保・派遣体制の整備に努める。 

(ｲ) 市町は、救護所で医療救護活動を行う看護師の確保に努める。また、県は、県医 

師会等関係団体を通じ、県内のＪＭＡＴ［用語集－９］登録看護師等に対して働きかけ

を行い、救護所で医療救護活動を行う看護師の確保に努める。 

イ 救護所運営管理者 

  救護所運営のうち、施設運営については、施設管理者の協力を得て市町が管理す 

る。なお、医療機関前に設置する救護所等については、必要に応じて施設管理者が 

管理する場合もある。 

また、診療運営については医師が管理する。なお、歯科医療に関する部分につい 

ては歯科医師が管理する。診療運営管理者は、市町災害対策本部長の指示により、

医療救護活動（巡回診療を含む。）を行う。 

ウ 医療救護活動体制 

   (ｱ) 救護所の医療救護活動は、原則として、医師１名、薬剤師１名、看護師２名、業

務調整員（事務職員等）１名の５名を１チームとする医療チーム単位で行う。 

     なお、市町は、チーム編成にあたっては、実情に応じた配置計画により柔軟に対

応するものとする。また、医療救護活動は24時間体制とし、交替制で活動できるよ
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う配慮する。 

(ｲ) 市町は、災害時において、必要に応じて災害医療コーディネーター等と連携し、

人的・物的支援など各救護所の運営に不均衡が生じないように、医療救護活動が継

続的かつ計画的に行われているか確認するとともに、救護所の設置数や医療救護活

動の状況から、集約化を含めた救護所の閉鎖時期の決定などについて検討を行うこ

とに留意する。 

(ｳ) 救護所における医療救護活動と避難所における保健活動は密接に関係するため、

市町は救護所における医療従事者と避難所における保健師等との情報共有に努め

る。 

エ 医薬品等の確保 

(ｱ) 市町は、救護所において必要な医薬品等については、地域薬剤師会（薬局）及び

医薬品卸業者等と連携し、確保に努める。例えば、救護所関係者と連携し、備蓄す

る医薬品等の種類、数量、備蓄医薬品の定期的な更新、参集する医療従事者による

医薬品等の持参、医薬品等の管理、使用方法等について、あらかじめ検討する。 

(ｲ) 市町は、あらかじめ備蓄していた医薬品等が不足した際は、医薬品卸業者等や県

方面本部に供給要請を行う。なお、平時から供給要請の支援を行う災害薬事コーデ

ィネーターを活用した体制整備を図る。 

オ 災害発生時等の初動体制 

    市町職員及び医療従事者は、次の救護所参集基準例等に基づき、救護所設置場所

又は各市町の定めた集合場所に迅速に参集し、救護所を設置する。 

    なお、各市町において、独自の参集基準等がある場合は、その基準に従う。また、

市町は救護所へ参集する医療従事者への連絡方法について、あらかじめ検討する。 

救 護 所 参 集 基 準 例 

１ 市町があらかじめ定めた震度以上の地震が発生した場合 

２ 

「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）※」が発せられた場合 

※南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高ま

ったと評価された場合 

３ 
震度情報が得られない地震の場合でも、付近の被害が甚大で、医療救護対象者

の多数発生が予想される場合 

４ 
台風、大雨等により災害救助法の適用が見込まれる自然災害で、市町長が指示

した場合 

５ 
多数の死傷者が発生し、通常の体制では対応困難と思われる大規模事故が発生

した場合、又はその他の状況により、知事が救護所の開設を要請した場合 

カ 救護所開設状況の報告 

    市町は、災害時に開設した救護所の状況を把握し、医療従事者参集状況や患者受

入可否等をふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ）に入力し、県に報

告する。 
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なお、ＦＵＪＩＳＡＮが使用できない場合は、防災行政無線等、他の通信手段で

要請する。（［様式・資料編１Ｐ］大規模地震等に関する情報及び広報活動実施要領様式

332-1を使用） 

キ 医療救護活動に必要な措置の要請 

市町は、医療チームの派遣等、救護所における医療救護活動に必要な措置につい

て県に要請する。 

また、災害時に市町が事前に指定した設置場所に救護所を設置できない状況を想

定し、あらかじめ、図上訓練等で対応を検討する。 

ク 定期的な訓練の実施 

市町は、災害時に迅速かつ円滑に救護所を設置運営できるよう、平時から郡市医

師会、郡市歯科医師会、地域薬剤師会等関係機関と連携のうえ、定期的に救護所設置

運営訓練を実施する。 

４ 救護病院指定運営指針 

(1) 救護病院の役割 

  ア 医療救護対象者の重症度・緊急度の判定・選別（トリアージ） 

  イ 中等症患者及び重症患者の受入れ及び処置 

  ウ 重症患者の災害拠点病院、航空搬送拠点等への搬送手配 

  エ 死亡確認及び遺体搬送の手配 

(2) 救護病院指定指針 

  ア 市町は、管内の一般病床を有する病院で、大規模災害時に医療救護活動が実施可

能な病院のうちから、当該病院管理者とあらかじめ協議のうえ、救護病院を指定す

る。 

ただし、想定津波浸水域に開設・移転する病院を除くものとし、既に想定津波浸

水域に立地している救護病院が、やむを得ず、想定津波浸水域内で移転等する場合

は、県と協議のうえ、救護病院として指定することができる。 

なお、管内で一般病床を有する病院を救護病院に指定できない場合は、療養病床

を有する病院を救護病院として指定することができる。 

また、有床診療所等、入院医療が継続的に提供できる施設を、当該管理者と協議

のうえ、救護病院に準じる医療救護施設として指定することができる。 

イ 市町は、管内で救護病院を指定できない場合や、指定した救護病院の病床に不足

がある場合、隣接市町に所在する病院を、所在市町及び当該病院管理者と協議のう

え、救護病院として指定することができる。 

 (3) 救護病院の施設及び設備等 

ア 救護病院は、診療機能を有する施設が耐震構造を有すること。（「耐震構造を有す

る」とは、新耐震基準（昭和 56 年）［用語集－８］で建設された建物及び昭和 56 年以

前の建物であって耐震補強工事済みの建物（Is値0.6以上）のこと。） 

なお、市町は、既に指定している救護病院であって、診療機能を有する施設が耐

震構造を有しない病院について、当該病院の耐震化促進に努める。 
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イ 救護病院は、災害時通信手段を有すること。また、衛星回線インターネットが利

用できる環境を有することが望ましい。 

ウ 救護病院の管理者は、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災

害時に情報を入力する体制を整えておく。 

エ 救護病院の管理者は、適切な容量の自家発電機及び３日分程度の燃料の保有に努

める。 

オ 救護病院の管理者は、適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設

備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水の確保に努

める。 

カ 救護病院の管理者は、食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供

給されるまでに必要な量として、３日分程度の備蓄に努める。また、市町は、救護

病院への優先的な物資供給に配慮する。 

備蓄が必要な医薬品等については、「薬剤師のための災害対策マニュアル」（平成

23年度厚生労働科学研究「薬局及び薬剤師に関する災害対策マニュアルの策定に関

する研究」研究班報告書）等を参考とする。 

キ 救護病院に準じる医療救護施設の施設及び設備等は、救護病院に準じること。 

(4) 救護病院運営指針 

ア 救護病院医療救護計画の作成 

救護病院の管理者は、災害時の医療救護活動について、あらかじめ、医療従事者

の参集手順や災害対策本部設置手順、役割分担及びローテーション、トリアージエ

リアや患者収容スペース等施設設備の利用方法、入院患者への対応等に関する計画

を作成する。 

なお、救護病院医療救護計画の作成にあたっては、市町医療救護計画との整合性

を図るものとする。 

イ 災害発生時等の初動体制（ＣＳＣＡの確立）［用語集－１０］ 

    救護病院の管理者は、災害発生時等（「災害発生時等」の定義は、救護所参集基準

に準じる）に直ちに災害対策本部を設置し、院内指揮系統を確立するとともに、患

者及び職員の安全を確保の上、院内被害状況等を調査、把握し、患者受入れの可否

等を広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に入力し、市町に報告する。 

    なお、ＥＭＩＳが使用できない場合は、衛星電話や防災行政無線等、他の通信手

段で報告する。（［様式・資料編２Ｐ、４Ｐ］大規模地震等に関する情報及び広報活動実施

要領様式332-2・332-3を使用） 

    初動体制の構築にあたっては、次に示すＣＳＣＡの概念に留意し、その確立を最

優先とする。 
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Ｃ Ｓ Ｃ Ａ 概 念 

Ｃ Command&Control 指揮統制 災害対策本部設置、院内指揮系統確立 

Ｓ Safety 安全確保 患者及び職員の安全確保 

Ｃ Communication 情報収集・伝達 院内被害状況調査・把握、ＥＭＩＳ入力

Ａ Assessment 状況評価 状況評価に基づく活動方針の決定 

ウ 医療救護活動に必要な措置の要請 

災害時において、救護病院の管理者は、医療チームの派遣や、医薬品等の物資供

給等、医療救護活動に必要な措置について市町に要請する。 

市町は、要請への対応が困難な場合、ふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪ

ＩＳＡＮ）に入力し、県に要請する。 

なお、ＦＵＪＩＳＡＮが使用できない場合は、防災行政無線等、他の通信手段で

要請する。（［様式・資料編６Ｐ］大規模地震等に関する情報及び広報活動実施要領様式

103を使用） 

エ 医療救護活動体制 

    救護病院の医療救護活動は24時間体制とする。 

オ 医療チーム受入れ体制の整備 

    救護病院の管理者は、他の医療機関の医療チームの支援を円滑に受け入れること

ができるよう、あらかじめ医療チームの待機場所や対応の担当者を定めておく等の

体制を整えておく。 

カ 定期的な訓練の実施等 

救護病院の管理者は、災害発生時は直ちに医療救護活動を円滑に開始できるよう、

定期的な訓練を実施するとともに、周辺地域の救護所や、医療圏内の災害拠点病院

との役割分担を明確にし、大規模災害時にその役割を充分に果たすため、定期的な

図上訓練、患者搬送実働訓練等の実施に努める。 

    また、病院職員の広域医療搬送トリアージ基準［様式・資料編２４Ｐ］習熟に努め、災

害拠点病院を中心とした広域医療搬送体制を補完できるよう努める。 

５ 患者搬送体制の整備 

(1) 市町は、被災現場から救護所、救護病院及び災害拠点病院までの患者搬送体制をあ

らかじめ整備する。 

 (2) 市町は、災害時においては消防機関の救急車等、平時の患者搬送手段が大幅に不足

する事態に備え、患者搬送車両、搬送要員、資器材及びヘリポート等の確保に努める

とともに、災害時の患者搬送体制について、自主防災組織や消防機関、旅客運送事業

者団体等の関係機関と事前に協議しておく。 

 (3) 市町は、ヘリコプターによる患者搬送体制を万全なものとするため、定期的な関係

機関との協議及び患者搬送訓練を実施する。 

６ 地域災害医療対策会議への参画［用語集－３］ 

(1) 市町は、平時から、県が原則として二次医療圏単位で設置する地域災害医療対策会
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議に参画し、周辺市町等の災害医療関係者とのネットワークを構築する。 

(2) 市町は、大規模災害時において、地域の災害医療関係者が市町経由で県方面本部（保

健所）と連携する通常の災害医療体制に加え、必要に応じ、地域の災害医療関係者が

市町を経由せず、県方面本部（保健所）及び県が委嘱する災害医療コーディネーター

［用語集－４］と直接連携し、円滑に医療資源の需給調整等を行うコーディネート体制の

整備推進に配慮するものとする。 

７ 津波被害等への対応 

(1) 市町は、想定津波浸水域等に医療救護施設が立地している場合、当該施設での医療

救護活動が困難となる事態を想定し、あらかじめ代替手段を検討しておく。 

(2) 市町は、施設全体が避難する必要が想定される医療機関について、入院患者の受入

れ先及び搬送手段が確保できるよう、事前に関係機関と調整しておく。 

(3) 市町は、地震や津波等の災害発生により、医療機関が孤立する等の懸念がある場合

は、医療機関からの報告を待たず、患者及び職員の安否確認を実施する。 

なお、通信が途絶している場合は、職員等の派遣による確認も検討する。 

(4) 市町は、大規模災害時の患者受入れ先や搬送手段の確保が困難な場合、県に対応を

要請する。 

８ 医療救護施設に指定しない医療機関に対する対応 

(1) 市町は、大規模災害時においては、医療救護施設として指定しない医療機関につい

ても被害状況の把握に努める。 

(2) 市町は、医療救護施設として指定しない医療機関についても、必要に応じ医療救護

活動に参加できるよう、あらかじめ医療機関の管理者等と連携を図る。 

９ 医療救護施設からの遺体搬送 

市町は、医療救護施設における医療救護活動が円滑に実施されるようにするため、遺

体処理計画に基づき、医療救護施設に収容された遺体の搬送体制の整備を図る。 

10 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発せられた場合の準備体制 

(1) 市町は、医療救護活動の準備を関係機関に要請する。 

(2) 市町は、救護所の設備及び資器材を点検・配置し、救護所の開設準備を開始する。 

(3) 市町は、患者搬送体制を確認し、必要な準備、関係機関との調整を行う。 

(4) 市町は、住民に対し、医療救護施設情報を周知する。 

(5) 市町は、「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発せられた場合も、救急医療

体制が維持できるよう、関係機関と調整を図る。 
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第５ 県広域計画 

１ 県の役割 

  県は、国及び他の都道府県と連携し、市町のみでは対応できない広域的な医療救護活

動を行うため、あらかじめ災害拠点病院を指定するとともに、重症患者の広域医療搬送

体制や、医療にかかる広域受援体制を整備する。 

 

○静岡県災害拠点病院・航空搬送拠点指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護施設（災害拠点病院・災害拠点精神科病院）の指定 

(1) 県は、災害拠点病院又は災害拠点精神科病院を指定する。 

(2) 県は、災害拠点病院又は災害拠点精神科病院の機能が充分発揮できるよう、施設、

設備、運営体制の整備に努める。 

(3) 本県における災害拠点病院又は災害拠点精神科病院の指定状況（2019年４月）は 

次のとおり。なお、下表の病院は、いずれも災害拠点病院。災害拠点精神科病院は指

定検討中。 
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医療圏 病院名 医療圏 病院名 

賀茂 指定なし 焼津市立総合病院 

熱海伊東 
伊東市民病院 

国際医療福祉大学熱海病院 
藤枝市立総合病院 

順天堂大学医学部附属静岡病院 

志太榛原 

市立島田市民病院 

国立病院機構静岡医療センター 中東遠総合医療センター 

三島総合病院 
中東遠 

磐田市立総合病院 
駿東田方 

沼津市立病院 浜松医科大学附属病院 

富士市立中央病院 浜松医療センター 
富士 

富士宮市立病院 聖隷三方原病院 

静岡市立清水病院 浜松赤十字病院 

静岡県立総合病院（基幹災害拠点病院）

西部 

聖隷浜松病院 

静岡赤十字病院 

静岡済生会総合病院 

静岡 

静岡市立静岡病院 

３ 災害拠点病院指定運営指針 

(1) 災害拠点病院の役割 

  ア 医療救護対象者の重症度・緊急度の判定・選別（トリアージ） 

イ 他の医療救護施設で対応困難な重症患者の受入れ及び処置 

ウ 重症患者の航空搬送拠点等への搬送手配 

エ ＤＭＡＴ等医療チームの受入れ及び派遣 

オ 地域の医療機関への応急用資器材の貸出し 

(2) 災害拠点病院指定方針 

  ア 県は、平成24年３月21日付け厚生労働省医政局長通知「災害時における医療体

制の充実強化について」［様式・資料編２５Ｐ］及び平成 29 年３月 31 日付け厚生労働省

医政局長通知「災害拠点病院指定要件の一部改正について」［様式・資料編３３Ｐ］（以下

「国通知」という）で定める指定要件を満たす「地域災害拠点病院」を、原則とし

て二次医療圏に１か所指定する。 

イ 県は、必要に応じ、人口20万人あたり1か所を目安とし、二次医療圏に複数の地

域災害拠点病院を指定することができる。 

  ウ 県は、災害拠点病院のうち、災害医療に関して県の中心的な役割を果たす「基幹

災害拠点病院」について、原則として１か所指定する。 

  エ 災害拠点病院の指定にあたっては、当該病院の指定要望に基づき、県は、当該病

院の所在する市町及び所在する二次医療圏の地域医療協議会を経て、静岡県救急・

災害医療対策協議会、静岡県医療審議会の同意、承認を得る。 

  オ 県は、指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則として

４月１日時点）確認し、国通知で認める場合を除き、指定要件を満たさなくなった

場合には指定の解除を行う。 

  カ 県は、災害拠点病院が被災する可能性があることを想定し、近隣の広場を確保し、

仮設の救護所等として使用する場合があることについて、地域住民の理解を得るよ

う努める。 



20 

 

(3) 災害拠点病院運営指針 

  ア 災害拠点病院医療救護計画の作成 

災害拠点病院の管理者は、災害時の医療救護活動について、あらかじめ、医療従

事者の参集手順や災害対策本部設置手順、役割分担及びローテーション、トリアー

ジエリアや患者収容スペース等施設設備の利用方法、入院患者への対応等に関する

計画を作成する。 

  イ 災害発生時等の初動体制（ＣＳＣＡの確立）［用語集－１０］ 

    災害拠点病院の管理者は、災害発生時等（「災害発生時等」は、救護所参集基準に

準じる）に直ちに災害対策本部を設置し、院内指揮系統を確立するとともに、患者

及び職員の安全を確保の上、院内被害状況等を調査、把握し、患者受入れの可否等

を広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に入力することで県に報告する。 

    なお、ＥＭＩＳが使用できない場合は、衛星電話等、他の通信手段で報告する。 

    初動体制の構築にあたっては、次に示すＣＳＣＡの概念に留意し、その確立を最

優先とする。 

Ｃ Ｓ Ｃ Ａ 概 念 

Ｃ Command&Control 指揮統制 災害対策本部設置、院内指揮系統確立 

Ｓ Safety 安全確保 患者及び職員の安全確保 

Ｃ Communication 情報収集・伝達 院内被害状況調査・把握、ＥＭＩＳ入力

Ａ Assessment 状況評価 状況評価に基づく活動方針の決定 

ウ 医療救護活動に必要な措置の要請 

災害時において、災害拠点病院の管理者は、医療チームの派遣等、医療救護活動

に必要な措置について、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への入力や、

衛星電話等により、県に要請する。 

エ 広域医療搬送への対応 

    災害拠点病院は重症患者の広域医療搬送について中心的な役割を果たす必要があ

るため、災害拠点病院の管理者は、病院職員の広域医療搬送トリアージ基準［様式・

資料編２４Ｐ］習熟に努めるとともに、病院敷地内、あるいは病院近接地のヘリコプ

ター離着陸場への患者搬送手順について、定期的な訓練を実施する。 

    また、大規模災害時は、県及び県が指定する航空搬送拠点と連携し、重症患者の

航空搬送拠点への搬送手配を行う。 

オ ＤＭＡＴ活動拠点本部が設置された場合の対応 

    静岡県ＤＭＡＴ調整本部によりＤＭＡＴ活動拠点本部が設置された場合、災害拠

点病院の管理者は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置運営に協力するものとする。 

カ 定期的な訓練の実施等 

災害拠点病院の管理者は、災害発生時は直ちに医療救護活動を円滑に開始できる

よう、事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）に基づく定期的な訓練

を実施する。 
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地域災害拠点病院は地域の災害医療の中心的な役割を果たす医療救護施設である

ことから、地域災害拠点病院の管理者は、周辺地域の救護病院、市町、消防、県、

医師会等関係団体とともに、定期的な訓練を実施する。 

 

○ 広域医療搬送・広域受援概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害拠点精神科病院指定運営指針 

(1) 災害拠点精神科病院の役割 

  ア 災害時における、医療保護入院、措置入院等の精神科医療の提供 

イ 医療救護施設等で対応困難な精神疾患等患者の受入れ 

ウ 被災精神科病院からの患者の受入れ 

(2) 災害拠点精神科病院指定運営方針 

  ア 県は、平成29年３月31日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・

事業及び在宅医療に係る医療体制について」の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係

る医療提供体制構築に係る指針」中「災害時における医療体制の構築に係る指針」

に基づき制定した、「静岡県災害拠点精神科病院指定要綱」で定める指定要件を満た

す「地域災害拠点精神科病院」を、原則として二次医療圏（精神科病院がない熱海・

伊東圏域を除く。）に１か所指定する。 

イ 県は、災害拠点精神科病院のうち、災害医療に関して県の中心的な役割を果たす

「基幹災害拠点精神科病院」について、原則として１か所指定する。 
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  ウ 災害拠点精神科病院の指定にあたっては、当該病院の指定要望に基づき、県は、

当該病院の所在する市町及び所在する二次医療圏（精神科病院がない熱海・伊東圏

域を除く。）の地域医療協議会を経て、静岡県救急・災害医療対策協議会、静岡県医

療審議会の同意、承認を得る。ただし、基幹災害拠点精神科病院については、地域

医療審議会を経ず、静岡県救急・災害医療対策協議会、静岡県医療審議会の同意･

承認を得る。 

  エ 県は、指定した災害拠点精神科病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則

として４月１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除を

行う。 

  オ 災害拠点精神科病院の運営については災害拠点病院運営指針に準じる。 

５ 重症患者の広域医療搬送 

(1) 広域医療搬送の考え方 

広域医療搬送とは、大規模災害時の重症患者のうち、県内での治療が困難であって、

発災直後から被災地外の医療施設において緊急に手術や処置などを行うことにより、

生命・機能予後の改善が十分期待され、かつ搬送中に生命の危険の少ない病態の患者

を、被災地外の医療施設まで航空機で迅速に搬送し、根治的な治療を行うことである。 

広域医療搬送の対象となる重症患者の症状例は、次のとおり。 

広 域 医 療 搬 送 対 象 患 者 

頭、胸、腹部等に中等度の外傷がある患者 

身体の一部が家屋に挟まれた等の既往がある患者（クラッシュ症候群） 

全身に中等度以上の熱傷がある患者 

(2) 広域医療搬送における県の役割 

ア 航空搬送拠点の確保 

イ 航空搬送拠点臨時医療施設(ＳＣＵ：Staging Care Unit)の設置、運営 

ウ 災害拠点病院等から航空搬送拠点までの患者搬送手段の確保、調整 

(3) 航空搬送拠点の確保 

本県における航空搬送拠点は次のとおりとする。 

地域 管  内 航空搬送拠点 運営要員 

東部 賀茂・東部方面本部 
愛鷹広域公園 

（沼津市） 

東部方面本部健康福祉

班航空搬送拠点係 

中部 中部方面本部 
静岡空港 

（牧之原市・島田市）

中部方面本部健康福祉

班航空搬送拠点係 

西部 西部方面本部 
航空自衛隊浜松基地 

（浜松市） 

西部方面本部健康福祉

班航空搬送拠点係 

なお、被災状況等により静岡空港等が使用できない場合は、航空自衛隊静浜基地

を航空搬送拠点とする。 

(4) ＳＣＵの設置、運営 

県は、患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所として、航空搬送
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拠点にＳＣＵを設置、運営する。 

ＳＣＵでは、静岡県ＤＭＡＴ調整本部の指揮の下、県外ＤＭＡＴを中心に広域医療

搬送対象患者の容態安定化措置及び再トリアージを実施する。 

(5) 航空搬送拠点までの患者県内搬送手段の確保、調整 

   県は、災害拠点病院等から航空搬送拠点まで重症患者を搬送（患者県内搬送）する

ため、ヘリコプター等の搬送手段を確保し、運航調整を行う。 

   患者県内搬送においては、ドクターヘリに加え、県と（財）日本救急医療財団が締

結する「災害時の航空機による医療搬送等業務の協力に関する協定」に基づき、指定

航空会社にもヘリコプターの派遣を要請する。また、迅速な搬送が可能である場合は、

市町の定める計画の下で、救急車等の車両による陸上搬送についても検討する。 

(6) 広域医療搬送の活動手順 

ア 県は、大規模災害発生後速やかに、航空搬送拠点施設の使用可否を確認し、使用

可能な場合は、施設管理者に対し航空搬送拠点施設の使用を申請する。 

イ 県は、国に対し、広域医療搬送の実施を要請する。 

ウ 県は、ＳＣＵ開設運営に必要な人員を航空搬送拠点に派遣し、開設準備を行う。 

エ 県は、ヘリコプター等の患者県内搬送手段について、関係機関に要請する。 

オ 国は、広域医療搬送の実施を決定するとともに、被災地外都道府県等に対し、航

空搬送拠点へのＤＭＡＴ派遣を要請する。 

カ 国は、広域医療搬送計画を決定のうえ、広域医療搬送患者情報管理システム（Ｍ

ＡＴＴＳ）への掲載等により周知し、県は、関係機関に伝達する。 

キ 県は、確保したヘリコプター等を航空搬送拠点に配置する。 

ク 災害拠点病院等は、広域医療搬送が必要な場合、患者搬送に使用可能なヘリポー

トを確保し、県に対し、ヘリコプターの派遣を要請する。 

ケ 国は広域医療搬送用自衛隊機を手配し、県外ＤＭＡＴを各航空搬送拠点に派遣す

る。 

コ 県は、災害拠点病院等からの要請を踏まえ、災害拠点病院等にヘリコプターを配

置する。 

サ 県は、次の事項を確認のうえ、患者県内搬送開始を決定する。 

なお、患者県内搬送の開始は、大規模災害発生後８時間を想定する。 

患者県内搬送開始に当たっての確認事項 

広域医療搬送用自衛隊機及びＤＭＡＴの航空搬送拠点への到着 

患者県内搬送用ヘリコプターの災害拠点病院等への配置 

ＳＣＵの開設 

患者県内搬送は原則として、災害拠点病院から航空搬送拠点への重症患者搬送で

あるが、必要に応じ、救護病院等からの搬送も行う。 

シ 災害拠点病院等は、広域医療搬送トリアージ基準［様式・資料編２４Ｐ］に該当する広

域医療搬送対象患者を選定し、患者県内搬送用ヘリコプターにて搬送する。 
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ス ＳＣＵでは、県とＤＭＡＴが連携し、患者県内搬送用ヘリコプター等で搬送され

た広域医療搬送対象患者の容態安定化措置及び再トリアージを実施する。 

セ 県は、静岡県ＤＭＡＴ調整本部が設置するドクターヘリ調整部及びドクターヘリ

基地病院（順天堂大学医学部附属静岡病院、聖隷三方原病院）等と連携し、患者県

内搬送用ヘリコプターの運航調整を行う。 

ソ ＳＣＵで再トリアージされ、広域医療搬送対象となった患者は、広域医療搬送用

自衛隊機により県外航空搬送拠点に搬送され、受入れ先の災害拠点病院等の医療機

関まで搬送される。なお、患者搬送情報は、広域医療搬送患者情報管理システム（Ｍ

ＡＴＴＳ）により追跡可能である。 

タ 広域医療搬送活動は、原則として大規模災害発生後72時間までとする。 

(7) 広域医療搬送にかかる留意事項 

ア 患者県内搬送等におけるドクターヘリ等運航管理体制の整備 

東日本大震災を踏まえると、患者県内搬送では全国から参集したドクターヘリが

中心的な役割を担うことが想定され、また、患者県内搬送は航空搬送拠点への患者

搬送の他にも次に例示する搬送が想定される。 

これらの搬送を柔軟に実施するためには、航空搬送拠点や県災害対策本部への専

門人材の配置等が必須であるため、県は、航空関係機関等と連携のうえ、患者県内

搬送用ドクターヘリ等の運航管理体制を整備する。 

なお、ドクターヘリ等の運用に関しては、平成28年12月5日付け厚生労働省医

政局地域医療計画課長通知「大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針」

［様式・資料編３７Ｐ］及び「南海トラフ地震における静岡県広域受援計画」によるもの

とする。 

想 定 さ れ る そ の 他 の 患 者 県 内 搬 送 

被災現場から航空搬送拠点への直接搬送 

航空搬送拠点から県内医療救護施設への患者県内搬送 

県内医療救護施設間の直接搬送 

大型自衛隊機によらない、ドクターヘリ等による個別の広域（県外）医療搬送 

  イ 陸上搬送等の体制整備 

    患者県内搬送において、迅速な搬送が可能である場合は、市町の定める計画の下

で、救急車等の車両による陸上搬送についても想定し、県は、消防と連携し、災害

拠点病院等から航空搬送拠点への陸上搬送による体制整備に取り組む。 

    また、新東名高速道路等により、県は、県外への広域陸上搬送について、搬送手

段及び患者県外受入れ先を確保するための体制整備に取り組む。 

    その他、海上搬送についても、自衛隊、海上保安庁等と連携し、広域医療搬送を

補完する手段として検討する。 

  ウ 急性期以降の広域医療搬送 

広域医療搬送は、原則として、大規模災害発生直後の重症患者を対象とするが、
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人工透析患者等の難病患者や、医療機関自らの被災等により転院を必要とする入院

患者等について、被災地外での治療が望ましい場合も考えられるため、県は、急性

期以降の広域医療搬送体制整備についても検討する。 

６ 広域受援体制 

大規模災害時は、非常に多数の負傷者の発生や、医療救護施設及び医療従事者の被災

による医療機能の低下により、医療の需要と供給のバランスが大きく崩れ、県内の医療

救護施設だけでは必要な対応ができない事態が想定される。 

このため、県は、医療の需給バランスを可及的速やかに回復させるため、保健医療調

整本部［用語集－１１］を設置し、医療救護期間区分に応じた広域受援体制を整備する。ま

た、医療救護施設等の保健医療ニーズを把握・分析した上で、被災地外から保健医療活

動チーム［用語集－１２］を受入れ、県内地域への配置調整を行う。 

  なお、被災者の診療録など保健医療活動の記録及び報告のための統一的な様式として、

平成29年7月5日付け厚生労働省通知「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備

ついて」［様式・資料編４７Ｐ］に掲げる様式等［様式・資料編７～２０Ｐ］を参考とし、情報連携を

図るものとする。 

(1) フェーズⅠ【災害超急性期（発災～48時間）】 

災害超急性期は、ＤＭＡＴ（県外）等による支援を中心に受け入れる。 

ただし、発災後24時間程度は、被災地外医療チームによる地域への直接的な支援は

困難であることを想定している。 

ア ＤＭＡＴの受入れ 

(ｱ) 県は、国に対する広域医療搬送要請及び被災地外都道府県に対するＤＭＡＴ派

遣要請により、本県へのＤＭＡＴ派遣を要請する。 

(ｲ) ＤＭＡＴは、被災地域での活動（病院支援、地域医療搬送、現場活動等）及び

広域医療搬送活動（ＳＣＵ活動、航空機内の医療活動等）に従事する。 

(ｳ) 被災地域で活動するＤＭＡＴは、原則として車両等で陸路参集し、広域医療搬

送活動に従事するＤＭＡＴは、広域医療搬送用自衛隊機やドクターヘリ等で航空

搬送拠点に空路参集する。 

(ｴ) ＤＭＡＴの具体的な活動内容は、「日本ＤＭＡＴ活動要領」等によるものとす

る。 

イ 静岡県ＤＭＡＴ調整本部の設置 

(ｱ) 県は、県内で活動するすべてのＤＭＡＴを指揮する静岡県ＤＭＡＴ調整本部を

設置する。 

(ｲ) 静岡県ＤＭＡＴ調整本部は県の指揮下に置く。 

(ｳ) 静岡県ＤＭＡＴ調整本部の具体的な活動内容は、「静岡ＤＭＡＴ運用計画」で

規定する。 

ウ 緊急輸送ルートの確保 

県は、陸路参集ＤＭＡＴ等が東名高速道路及び新東名高速道路のＩＣ（インター

チェンジ）から災害拠点病院及び航空搬送拠点等へ円滑に進出するための「緊急輸
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送ルート」を、「南海トラフ地震における静岡県広域受援計画」に定める。 

エ 陸路参集ＤＭＡＴの受入れ手順 

(ｱ) 県は、陸路参集ＤＭＡＴの集結場所として、「進出拠点」を設ける。 

(ｲ) 進出拠点は、静岡県以東のＤＭＡＴに対しては東名高速道路足柄ＳＡ、静岡県

以西のＤＭＡＴに対しては新東名高速道路浜松ＳＡを基本とする。 

(ｳ) 静岡県ＤＭＡＴ調整本部は、陸路参集ＤＭＡＴに進出拠点を周知する。また、

進出拠点が変更された場合は速やかに周知する。 

(ｴ) 県は、静岡県ＤＭＡＴ調整本部と連携し、陸路参集ＤＭＡＴの参集状況を把握

した上で、被害状況や、災害拠点病院等からの要請を踏まえ、各ＤＭＡＴの派遣

先を決定する。 

(ｵ) 静岡県ＤＭＡＴ調整本部は、派遣先を各ＤＭＡＴに伝達し、県は、派遣先災害

拠点病院等に伝達する。 

(ｶ) 県は、進出拠点に県方面本部交通誘導係を派遣し、参集したＤＭＡＴに対し、

災害拠点病院及び航空搬送拠点等への緊急輸送ルート等について情報提供を行う。 

(ｷ) 災害拠点病院の管理者は、派遣されたＤＭＡＴを受け入れ、その活動を指揮す

る。 

オ ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置 

静岡県ＤＭＡＴ調整本部は、必要に応じて災害拠点病院等にＤＭＡＴ活動拠点本

部を設置し、ＤＭＡＴ活動拠点本部は、静岡県ＤＭＡＴ調整本部の指揮下で、参集

したＤＭＡＴの指揮及び調整等を行う。 

カ 被災地域で活動する空路参集ＤＭＡＴの移動手段確保 

県は、航空搬送拠点に空路参集したＤＭＡＴのうち、被災地域で活動するＤＭＡ

Ｔの災害拠点病院等までの移動手段を確保し、輸送する。 

キ ＤＰＡＴ先遣隊の受入れ 

(ｱ) 県は、国に対する被災地外都道府県に対するＤＰＡＴ［用語集－１３］派遣要請に

より、本県へのＤＰＡＴ派遣を要請する。 

(ｲ) ＤＰＡＴ先遣隊は、本部機能の立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神

科医療ニーズへの対応等の役割を担う。 

(ｳ) 被災地域で活動するＤＰＡＴは、原則として車両等で陸路参集する。 

(ｴ) ＤＰＡＴの具体的な活動内容は、「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動

要領」等によるものとする。 

(ｵ) 県は、県内で活動するすべてのＤＰＡＴを指揮する静岡県ＤＰＡＴ調整本部を

設置する。静岡県ＤＰＡＴ調整本部は県の指揮下に置く。 

(ｶ) 静岡県ＤＰＡＴ調整本部の具体的な活動内容は、「静岡ＤＰＡＴ活動マニュア

ル」で規定する。 

(ｷ)  静岡県ＤＰＡＴ調整本部は、必要に応じてＤＰＡＴ活動拠点本部を設置し、Ｄ 

ＰＡＴ活動拠点本部は、静岡県ＤＰＡＴ調整本部の指揮下で、参集したＤＰＡＴ

の指揮及び調整等を行う。 
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(2) フェーズⅡ【災害急性期（３日～１週間）】 

災害急性期は、保健医療活動チームによる地域への支援が活発化するが、東日本大

震災等において、行政機能の低下等により、参集した保健医療活動チームが支援を必

要とする場に適切に配置されない状況が各地で生じたことを踏まえ、各医療圏におい

て、参集した保健医療活動チームを円滑に受入れ、適切に配置調整するコーディネー

ト体制を整備する。 

災害急性期は、日本赤十字社の救護班や、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

［用語集－９］、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）［用語集－１４］等による支援

を中心に受け入れる。 

独立行政法人国立病院機構の病院や、独立行政法人国立大学病院等による支援も受

け入れる。 

ＤＭＡＴの活動は段階的に縮小する一方、被災地外都道府県が編成した医療チーム

による支援が始まる。 

 ＤＰＡＴの活動は、ＤＰＡＴ先遣隊からその後に活動するチームに引き継がれる。 

ア 平時における地域災害医療対策会議の設置［用語集－３］ 

(ｱ) 県は、主に災害急性期以降の医療資源需給調整体制を確立するため、平時にお

いて、原則として二次医療圏単位で地域災害医療対策会議を設置し、地域の災害

医療関係者のネットワークを構築する。 

(ｲ) 地域災害医療対策会議は、市町、災害拠点病院、救護病院、郡市医師会、郡市

歯科医師会、地域薬剤師会、看護協会（地区支部）、保健所、地域危機管理局、消

防本部等に所属する、地域の災害医療関係者で構成する。 

(ｳ) 地域災害医療対策会議は、次に掲げる事項について情報・意見交換を行い、災

害時の円滑な医療資源需給調整体制構築を推進する。 

① 県が委嘱し、大規模災害時の医療資源需給調整に関する保健所長業務を補完

する、災害医療コーディネーター候補者の選出 

② 県が委嘱し、地域災害医療対策会議及び災害医療コーディネーターを統括す

る、統括災害医療コーディネーター候補者の選出 

③ 大規模災害時の災害医療コーディネーター活動体制（参集場所等） 

④ 大規模災害時の想定傷病者数に対する、医療資源、搬送体制 

⑤ 大規模災害時に医療救護施設等の医療ニーズを適切かつ詳細に把握・分析す

るための連絡通信体制 

⑥ 大規模災害時に円滑に医療チームを配置調整するための、配置先医療救護施

設の基本的な優先順位付け 

⑦ 大規模災害時の医療救護活動に必要な道路被害状況の把握や、医薬品、食料、

飲料水等の供給確保体制 

⑧ その他、各地域での災害医療関係者の連携体制構築に必要な事項 

イ 災害医療コーディネーター［用語集－４］ 

(ｱ) 災害医療コーディネーターの委嘱等 
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県は原則として市町経由で地域の災害医療関係者と連携するが、大規模災害時

に通常の災害医療体制では十分な対応ができない状況を想定し、二次医療圏単位

等で円滑に医療資源の需給調整等を行うコーディネート体制を整備するため、各

医療圏に複数名の災害医療コーディネーターを委嘱する。 

また、災害医療コーディネーターのうちから、地域災害医療対策会議及び災害

医療コーディネーターを統括する、統括災害医療コーディネーターを選定する。 

災害医療コーディネーターは、災害拠点病院の医師を中心に、郡市医師会の医

師等を含めるものとする。 

県は、災害医療コーディネーターを委嘱し、災害医療コーディネーターがチー

ム体制で継続的に活動できるよう、多職種の災害医療関係者を対象とした研修・

訓練体制等の充実を図る。 

(ｲ) 災害医療コーディネーターの役割 

災害医療コーディネーターは、地域災害医療対策会議で平時に構築した災害医

療関係者のネットワークを活用し、大規模災害時の医療資源需給調整に関する保

健所長業務を補完する。 

災害医療コーディネーターは保健所長に提言・要請し、その実施指示により活

動する。なお、その活動に係る実施責任は保健所長が負う。 

(ｳ) 災害時の活動 

① 活動場所への参集 

 ・発災後 48 時間以内を目安に、保健所等活動場所に参集（業務調整員の同行  

を推奨） 

② 状況把握（サーベイランス） 

・保健所、市町が入手済みの医療救護施設活動情報や道路被害状況等を把握 

・県外医療チーム配置情報を県から入手 

③ 状況分析（アセスメント） 

・未入手情報の整理及び必要に応じた行政以外からの情報入手 

・支援の必要な地域、優先順位の分析 

④ 医療資源需給調整（コーディネート） 

・地域内の医療機関の状況を把握、分析し、医療チームの配置調整、集約化や

支援を実施 

・必要に応じ、県に対し医療チームの派遣を要請（災害拠点病院は原則として

県が直接派遣調整） 

・参集した医療チームへの活動指示、情報共有 

・災害薬事コーディネーターと連携し、医薬品等の供給を確保 

・小児や妊産婦の支援にかかる災害時小児周産期リエゾン［用語集－１５］との連 

 携 

     ・健康危機管理の調整にかかるＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム） 

［用語集－１４］との連携 
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○災害時（３日～１週間）における災害医療コーディネーターの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 日本赤十字社救護班の受入れ 

(ｱ) 日本赤十字社救護班は、原則として救護所を開設して医療救護を行うが、状況

に応じて被災現場において医療救護を行うほか、避難所等を巡回して診療を行う。 

フェーズⅠにおける活動も想定され、フェーズⅠから切れ目なくフェーズⅡへ

活動を継続することが可能である。 

なお、日赤ＤＭＡＴは、原則としてＤＭＡＴの指揮系統下で活動する。 

(ｲ) 日本赤十字社救護班は、「日本赤十字社東海地震対応計画」等に基づき、被災

状況の判明を待たずに医療救護活動を開始するが、県は、日本赤十字社静岡県支

部と連携し、救護班の運用について必要な要請及び調整を行う。 

(ｳ) 日本赤十字社は、通常の救護班のほか、被災地における緊急仮設診療所、巡回

診療所等の活動拠点、後方搬送における傷病者の一時収容場所、被災医療施設の

ための支援機能を持つ国内型緊急対応ユニット（ｄＥＲＵ）で活動する、ｄＥＲ

Ｕ救護班を派遣する。 

エ 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）［用語集－９］の受入れ 

(ｱ) ＪＭＡＴは、災害発生時、被災地の都道府県医師会の要請に基づく日本医師会

からの依頼により、全国の都道府県医師会が郡市区医師会や医療機関などを単位

として編成する災害医療チームである。 
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(ｲ) ＪＭＡＴの活動内容は、主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医

療や健康管理、被災地の病院・診療所への支援等であり、直接的な医療救護活動

以外の健康支援活動等も想定されている。 

(ｳ) 本県の災害時におけるＪＭＡＴの派遣は、静岡県医師会から日本医師会の要請

に基づくため、県は、静岡県医師会に対し、ＪＭＡＴの派遣及び受入れについて

必要な要請及び調整を行う。 

(ｴ) 被災地に派遣されたＪＭＡＴは、原則として郡市医師会のコーディネート下で

活動するため、市町及び県は、郡市医師会と連携し、ＪＭＡＴの活動調整を行う。 

(3) フェーズⅢ【災害亜急性期～中長期（１週間～１ヶ月）】 

災害亜急性期以降は、被災地外都道府県が編成した医療チームによる支援が中心に

なると想定しており、県は、災害対策基本法第74条の規定に基づき、被災地外都道府

県に医師等医療救護活動の応援を求める。 

また、特定非営利活動法人日本災害医療支援機構（ＪＶＭＡＴ）や特定非営利活動

法人アムダ（ＡＭＤＡ）等のＮＰＯ団体等による支援も受け入れる。 

二次医療圏単位の医療資源需給調整は保健所が行い、直接的な医療救護活動から、

保健師等を中心とした健康支援活動において求められる医療の提供へ徐々に移行する。 

ＤＰＡＴは保健所等と連携し、被災地域での精神科医療及び精神保健活動の支援を

行う。 

なお、地域の医療機能を早期に回復するため、できるだけ速やかに平時の保険診療

へ移行することが望ましい。 

７ 県災害対策本部健康福祉部医療救護班の業務 

県は、県災害対策本部健康福祉部医療救護班を編成し、本計画に基づく県内の災害時

医療救護活動を所管する。 

医療救護班は次の各チームで構成される。 

チーム名 所管課 主な業務 

医療救護 地域医療課 
医療救護施設開設被害状況把握、広域医療搬

送、広域受援等 

医薬品等の確保 薬事課 
医薬品等及び輸血用血液の確保・供給、薬剤

師の確保 

人工透析患者等支援 疾病対策課 人工透析患者・難病患者・結核患者の支援 

精神科病院 障害福祉課 精神科病院の被害状況把握、患者搬送調整 

国民健康保険 国民健康保険課 災害時の保険診療の取扱い 

８ 県災害対策本部方面本部健康福祉班の業務 

各健康福祉センターは、県災害対策本部方面本部健康福祉班を編成し、本計画に基づ

く所管市町の災害時医療救護活動を所管する。 

また、東部、中部、西部の各健康福祉センターは、県災害対策本部方面本部健康福祉

班航空搬送拠点係を編成し、広域医療搬送活動に関する業務を所管する。 
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９ 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発せられた場合の準備体制 

(1) 県は、災害拠点病院に対し、医療救護活動の準備を要請する。 

(2) 県は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院協会、看護協会等の医療関係団体及び

国等に対し、医療救護の応援準備を要請する。 

(3) 県は、航空搬送拠点施設との連絡調整や、ＳＣＵの設備及び資器材を点検・配置す

る等、広域医療搬送の準備を行う。 
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第６ 医薬品等及び輸血用血液の確保・供給計画 

 

１ 事前の備え 

対象 内容 

医療救護施設 

（救護所を除く） 

・医薬品等の備蓄（３日分） 

県 ・医薬品卸業者等（静岡県医薬品卸業協会、静岡県医療

機器販売業協会、一般社団法人日本産業・医療ガス協

会）、公益社団法人静岡県薬剤師会及び静岡県赤十字血

液センターとの連携強化 

・医薬品等の確保・供給や薬剤師の確保・派遣を円滑に

行うための体制の強化（災害薬事コーディネーター

［用語集－５］の養成等） 

市町 ・救護所で使う医薬品等や薬剤師の備蓄 

・地域薬剤師会（薬局）や医薬品卸業者等との連携確認

医薬品卸業者等 ・供給体制の確認（緊急車両の指定、市町等との連携確

認、県内外の支店等との間の輸送手段の確保） 

静岡県赤十字血液センター ・供給体制の確認（日本赤十字社東海北陸ブロック血液

センター（愛知県）からの輸送手段の確保） 

（公社）静岡県薬剤師会 ・日本薬剤師会及び地域薬剤師会との連携確認 

２ 準備体制 

  南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発表された段階で、次の準備体制に入る。 

  なお発災後においては、次の各項目に加え、被害状況等について確認、報告する。 

(1) 医薬品等 

ア 市町 

管内の医薬品卸業者等及び地域薬剤師会に対する連絡体制を確認する。 

イ 保健所 

(ｱ) 管内の医薬品卸業者等に対する連絡体制を確認する。 

(ｲ) 医薬品等備蓄センターからの供給体制を整える。 

(ｳ) 地域薬剤師会に対し、支援体制の準備を要請する。 

ウ 健康福祉部薬事課 

(ｱ) 医薬品卸業者等に供給体制の準備を要請する。 

(ｲ) 県薬剤師会に対し、支援体制の準備を要請する。 

エ 医薬品卸業者等 

(ｱ) 医薬品等の在庫状況を確認し、供給体制を整える。 

(ｲ) 指定されている緊急車両を確保・待機させる。 

(ｳ) 健康福祉部薬事課に在庫状況及び供給体制の準備状況を報告する。 

(ｴ) 在庫の乏しい医薬品等の確保を図る。 

オ 地域薬剤師会 

市町及び保健所の要請に応じ、体制を整える。 

カ 県薬剤師会 

健康福祉部薬事課の要請に応じ、直ちに支援体制を整える。 
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 (2) 輸血用血液 

ア 健康福祉部薬事課 

静岡県赤十字血液センターに供給体制の強化を要請する。 

イ 静岡県赤十字血液センター 

(ｱ) 健康福祉部薬事課からの要請に応じ、在庫状況及び供給可能な輸血用血液（製

剤を含む。）等を把握する。 

(ｲ) 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センターに対し、供給体制の強化を図るよ

う要請する。 

(ｳ) 健康福祉部薬事課に在庫状況及び供給体制の状況を報告する。 

３ 供給の要請 

(1) 医療救護施設 

  ア 医薬品等 

(ｱ) 医薬品等が不足した場合は、医療救護施設(救護所を除く。)の管理者は、平時

と同様に医薬品卸業者等に供給を要請する。これにより確保できない場合は、市

町災害対策本部（医療救護本部等を含む。以下、第６において同じ。）に調達・あ

っせんを要請する。 

(ｲ) 救護所の管理者は、市町災害対策本部に調達・あっせんを要請する。 

イ 輸血用血液 

(ｱ) 輸血用血液が不足した場合は、医療救護施設(救護所を除く。)の管理者は、管

轄の血液センターに供給を要請する。これにより確保できない場合は、市町災害

対策本部に調達・あっせんを要請する。 

(ｲ) 救護所の管理者は、市町災害対策本部に調達・あっせんを要請する。 

(2) 市町災害対策本部 

      医療救護施設の管理者及び救護所から要請を受けたときは、災害薬事コーディネー

ターを活用し、次により対応する。 

ア 医薬品等 

(ｱ) 市町において備蓄している医薬品等から調達・あっせんを図る。 

(ｲ) 災害薬事コーディネーターを活用し、管内の医薬品卸業者等に対し、医薬品等

の供給を要請する。 

(ｳ) 市町において確保できない場合は、県方面本部に調達・あっせんを要請する。 

イ 輸血用血液 

        県方面本部に調達・あっせんを要請する。 

４ 調達・あっせん 

 (1) 県方面本部（保健所） 

市町災害対策本部から要請を受けたときは、次により対応する。 

ア 医薬品等 

(ｱ) 管内の医薬品卸業者等に対し、医薬品等の供給を要請する。 

(ｲ) 県方面本部内の医薬品等備蓄センターから調達・あっせんを図る。 

(ｳ) 県方面本部内で確保できない場合は、県災害対策本部へ調達・あっせんを要請

する。 

イ 輸血用血液 

    直ちに、県災害対策本部に調達・あっせんを要請する。 
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(2) 県災害対策本部 

ア 医薬品等 

(ｱ) 県内において医薬品等の不足が予想される場合は、直ちに国に医薬品等の支援

を要請する。 

(ｲ) 県方面本部から調達・あっせんの要請を受けたときは、次により対応する。 

① 県内の医薬品卸業者等に供給を要請する。 

② 当該県方面本部以外の県方面本部に対し、医薬品等備蓄センターから調達・

あっせん及び移送を指示する。 

③ 県内で調達・あっせんができない場合は、国及び災害援助協定締結の都県に

対し、緊急輸送を要請する。 

(ｳ) 医薬品卸業者等から医薬品等の在庫が不足した旨の報告があり、県内で調達・

あっせんが困難な場合には、(ｲ)③と同様に要請する。 

(ｴ)  随時、県方面本部と医薬品等の在庫を共有する。 

イ 輸血用血液 

県方面本部から調達・あっせんの要請を受けたときは、静岡県赤十字血液センタ

ーに供給を要請する。 

(3) 医薬品卸業者等 

ア 市町災害対策本部又は医療救護施設（救護所を除く。）の管理者から医薬品等の供

給要請があった場合は、次により対応する。 

(ｱ) 速やかにその要請に応じるものとする。 

(ｲ) 要請を受けた支店等に在庫がない場合は、自社の他の支店等に供給を要請する。 

(ｳ) (ｲ)によっても、不足する場合は、その旨を市町災害対策本部又は医療救護施

設（救護所を除く。）の管理者に報告する。 

イ 県から医薬品等の供給要請があった場合は、速やかにその要請に応じる。 

ウ 県災害対策本部に在庫状況・供給状況を随時報告する。 

(4) 静岡県赤十字血液センター 

ア 医療救護施設の管理者及び県災害対策本部から輸血用血液の供給要請があった場

合は、速やかにその要請に応じる。 

イ 医療救護施設の管理者及び県災害対策本部の供給要請に応じることが不可能な場

合は、日本赤十字社東海北陸ブロック血液センターに要請する。 

ウ 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センターから供給できない場合は、日本赤十

字社血液事業本部に要請する。 

５ 輸送手段 

(1) 医薬品等 

ア 市町災害対策本部 

市町において輸送手段が確保できない場合は、県方面本部に輸送手段の確保を要

請する。 

イ 県方面本部（保健所） 

県方面本部内において輸送手段が確保できない場合は、県災害対策本部に輸送手

段の確保を要請する。 

ウ 県災害対策本部 

(ｱ) 医薬品卸業者等又は県方面本部から輸送手段の確保要請があったときは、指令

部を通じて緊急輸送等の手段を確保する。 
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(ｲ) 県外から緊急輸送を行う場合は、国又は関係都県に輸送手段の確保を要請する。 

エ 医薬品卸業者等 

(ｱ) 医療救護施設への輸送手段が確保できない場合は、要請元に輸送手段の確保を

要請する。 

(ｲ) 県内外の支店等との間の輸送手段が確保できない場合は、県災害対策本部に輸

送手段の確保を要請する。 

(2) 輸血用血液 

ア 静岡県赤十字血液センター 

(ｱ) 医療救護施設（救護所を除く。）への輸送手段が確保できない場合は、県災害

対策本部に輸送手段の確保を要請する。 

(ｲ) 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センターからの輸送手段が確保できない

場合は、県災害対策本部に輸送手段の確保を要請する。 

イ 県災害対策本部 

静岡県赤十字血液センターから輸送手段の確保要請があったときは、指令部を通

じて緊急輸送等の手段を確保する。 

６ 薬剤師等の派遣 

(1) 市町災害対策本部 

救護所等において医薬品等の管理・服薬指導等を行う薬剤師等が必要となり、当該

市町において薬剤師等が確保できない場合は、地域薬剤師会に薬剤師等の確保を要請

し、県方面本部にその旨を情報共有する。 

(2) 県方面本部（保健所） 

地域薬剤師会から静岡県薬剤師会に薬剤師等の派遣要請を行った旨の連絡を受けた 

場合は、県災害対策本部にその旨を情報共有する。 

(3) 県災害対策本部 

県方面本部及び静岡県薬剤師会と適宜情報共有し、必要に応じて厚生労働省を通じ

て日本薬剤師会に薬剤師等の派遣を要請する。 

（4） 地域薬剤師会 

市町災害対策本部から薬剤師等の派遣要請を受けた場合は、地域薬剤師会内で調整

し、薬剤師を派遣する。確保できない場合は、静岡県薬剤師会に薬剤師等の派遣を要

請し、県方面本部にその旨を情報共有する。 

（5） 静岡県薬剤師会 

地域薬剤師会から薬剤師等の派遣要請を受けた場合は、静岡県薬剤師会内で調整し、

薬剤師を派遣する。確保できない場合は、日本薬剤師会に薬剤師等の派遣を要請し、

県災害対策本部にその旨を情報共有する。 

７ 災害薬事コーディネーター［用語集－５］ 

(1) 災害薬事コーディネーターの委嘱等 

県は、大規模災害時に通常の災害医療体制では十分な対応ができない状況を想定し、

県又は市町が行う医薬品等の確保・供給及び薬剤師の確保・派遣に関する業務を補完

するため、静岡県薬剤師会から推薦を受けた者を災害薬事コーディネーターとして委

嘱する。 

また、県は委嘱した災害薬事コーディネーターに対する研修・訓練を実施するもの

とする。 



36 

 

(2) 配置（活動）場所と役割 

災害薬事コーディネーターは、役割に応じて、各所へ参集し活動する。 

ア 本部災害薬事コーディネーター 

(ｱ) 県災害対策本部 

薬剤師及び医薬品の確保等に関する総括や医薬品等確保チームへの専門的な助

言を行う。 

(ｲ) 静岡県薬剤師会 

地域薬剤師会及び日本薬剤師会（応援都道府県薬剤師会）との薬剤師の受入調

整及び応援薬剤師の受入、派遣調整を行う。 

イ 地域災害薬事コーディネーター 

(ｱ) 方面本部（保健所） 

地域の医薬品等のニーズに関する医薬品卸業者等への供給要請や薬剤師派遣

要請への対応、調整等、方面本部健康福祉班に専門的な助言を行う。 

(ｲ) 市町災害対策本部 

地域の医薬品等のニーズに関する医薬品卸業者等への供給要請や薬剤師派遣

要請への対応、調整等、市町災害対策本部に専門的な助言を行う。 

(ｳ) 地域薬剤師会、市町 

応援薬剤師を受け入れ、必要な場所へ分配するなど、救護所等における応援薬

剤師の運用を行うほか、現場の医薬品等のニーズや薬局の稼動状況等の把握を行

う。 

(3) 指揮命令系統 

災害薬事コーディネーターは配置先の管理者の指揮命令に従う。なお、災害医療コ

ーディネーターが配置されている場合には、十分な連携を図る。 

(4) 参集 

災害薬事コーディネーターは、県災害対策本部、県薬剤師会災害対策本部、県方面

本部、市町災害対策本部・救護所が設置された場合には、速やかに参集するよう努め

る。 

(5) 平時における対応 

災害薬事コーディネーターは、県又は県薬剤師会等が行う研修・訓練への参加に努

める。また、災害薬事コーディネーターは、地域災害医療対策会議における災害医療

関係者のネットワークの構築に協力する。 
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第７ 応援派遣体制 

１ 応援派遣の考え方 

県は、県内における大規模事故や風水害等の局地災害や、県外における大規模災害の

発生により、広域的な医療救護活動が必要な場合の応援派遣体制を整備する。 

２ 静岡ＤＭＡＴの設置 

県は、「静岡ＤＭＡＴ設置運営要綱」に基づき、静岡ＤＭＡＴを設置し、静岡ＤＭＡ

Ｔ指定病院を指定する。 

(1) 静岡ＤＭＡＴの活動内容 

静岡ＤＭＡＴは、災害発生直後（概ね48時間以内）に活動が開始できる機動性を持

った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームである。 

静岡ＤＭＡＴは、被災地域での活動（病院支援、地域医療搬送、現場活動等）及び

広域医療搬送活動（ＳＣＵ活動、航空機内の医療活動等）に従事する。 

被災地域で活動する静岡ＤＭＡＴは、原則として、被災地域内の災害拠点病院等に

設置されるＤＭＡＴ活動拠点本部に参集し、その調整下で活動する。 

広域医療搬送に携わる静岡ＤＭＡＴは、指定された航空搬送拠点に参集し、ＤＭＡ

Ｔ・ＳＣＵ指揮所の調整下で活動する。 

(2) 静岡ＤＭＡＴの出動基準 

静岡ＤＭＡＴの出動基準は次のとおりとする。 

ただし、県内大規模災害時は、原則として静岡ＤＭＡＴが所属する病院内における

医療救護活動に従事する。 

ア 県内において、災害等により20名以上の重症・中等症の傷病者が発生すると見込

まれる場合 

イ 国あるいは他都道府県から静岡ＤＭＡＴの出動要請があった場合 

ウ その他、緊急性があり、静岡ＤＭＡＴが出動し対応することが必要な場合 

(3) 静岡ＤＭＡＴ出動要請 

県は、出動基準を踏まえ、必要に応じ、静岡ＤＭＡＴ指定病院の長に対し、静岡Ｄ

ＭＡＴの出動を要請する。 

また、消防機関から県に対し、災害現場等への静岡ＤＭＡＴ出動要請の依頼があっ

た場合も、必要に応じ、静岡ＤＭＡＴの出動を要請する。 

(4) 静岡ＤＭＡＴ連絡協議会の設置 

県は、静岡ＤＭＡＴ連絡協議会を設置し、静岡ＤＭＡＴの運用に関する事項を協議

するとともに、静岡ＤＭＡＴと消防、医師会等関係機関の連携強化に努める。 

３ 静岡ＤＰＡＴの設置 

県は、「静岡ＤＰＡＴ設置運営要綱」に基づき、静岡ＤＰＡＴを設置し、静岡ＤＰＡ

Ｔ指定病院を指定する。 

(1) 静岡ＤＰＡＴの活動内容 

静岡ＤＰＡＴは、災害発生時に活動する、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精

神医療チームである。（概ね48時間以内に、被災した都道府県等において活動できる
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班を先遣隊と定義する。） 

静岡ＤＰＡＴは、被災地域での精神科医療及び精神保健活動等に従事する。 

被災地域で活動する静岡ＤＰＡＴは、原則として、被災地域内に設置されるＤＰＡ

Ｔ活動拠点本部に参集し、その調整下で活動する。 

 (2) 静岡ＤＰＡＴの出動基準 

静岡ＤＰＡＴの出動基準は次のとおりとする。 

ア 県内において、精神保健医療機能の低下や精神保健活動の需要が見込まれ、静岡

ＤＰＡＴの支援が必要な場合 

イ 国又は他都道府県から静岡ＤＰＡＴの出動要請があった場合 

ウ その他、静岡ＤＰＡＴが出動し対応することが必要である場合 

(3) 静岡ＤＰＡＴ出動要請 

県は、出動基準を踏まえ、必要に応じ、静岡ＤＰＡＴ指定機関の長に対し、静岡Ｄ

ＰＡＴの出動を要請する。 

(4) 静岡ＤＰＡＴ連絡協議会の設置 

県は、静岡ＤＰＡＴ連絡協議会を設置し、静岡ＤＰＡＴの運用に関する事項を協議

する。 

４ 応援班の設置 

県は、県内外における広域的な医療救護活動が必要と判断した場合に、広域的な医療

チームの応援派遣を行うことを目的として、県内の病院のうち、災害時に医療チームの

応援派遣が可能な病院の管理者に対し、応援班の設置をあらかじめ依頼する。 

(1) 応援班の編成 

応援班の編成は原則として次のとおりとする。 

職 種 人数 

医  師 １名 

薬 剤 師 １名 

看 護 師 ２名 

事務職員 １名 

計 ５名 

○編成上の留意点 

①必要に応じ、運転手を加え編成する。 

②医師は、原則として外科系医師とする。なお、フェーズや医療ニーズ等を踏ま

え、必要に応じて、内科系医師の編成についても留意する。 

(2) 応援班設置基準 

応援班は、原則として次の基準に基づき設置する。 

常勤医師数 設置数 

10～19人の病院 １班 

20～29人の病院 ２班 

30人以上の病院 ３班 
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(3) 応援班の出動基準 

応援班の出動基準は次のとおりとする。 

なお、県内大規模災害時は、原則として応援班設置病院内における医療救護活動に

従事する。 

ア 県内で局地災害が発生した場合に、市町から県に対し、医療チーム派遣要請があ

った場合 

イ 県外で大規模災害が発生した場合に、国あるいは他都道府県から本県に対し、医

師等医療救護活動の応援を求められた場合 

ウ その他、応援班が出動し対応することが必要な場合 

(4) 応援班出動要請 

県は、出動基準を踏まえ、必要に応じ、応援班設置病院の管理者に対し、応援班の

出動を要請する。 

(5) 応援班の移動手段 

県は、必要に応じ、応援班の活動場所への移動手段を確保する。 

(6) 応援班の活動 

応援班は、原則として、出動先の医療救護施設の管理者の指示に基づき医療救護活

動を行う。 

(7) 応援班設置要綱の作成 

応援班設置病院の管理者は、応援班の編成や、出動方法及び役割分担等について、

応援班設置要綱であらかじめ定める。 

５ 医療救護活動に関する協定に基づく医療従事者の派遣 

県は、県内外における広域的な医療救護活動が必要と判断した場合に、静岡県医師会、

静岡県看護協会、静岡県歯科医師会、静岡県病院協会、静岡県薬剤師会との「災害時の

医療救護活動に関する協定」に基づき、各団体に対し、医療従事者の派遣を要請する。 

６ 県外大規模災害時における静岡県医療救護チームの編成 

(1) 県は、県外における大規模災害時に、国あるいは他都道府県から本県に対し、医師

等医療救護活動の応援を求められた場合、静岡県医療救護チームを編成する。 

(2) 静岡県医療救護チームの派遣は災害急性期以降を想定するが、県は、可能な限り迅

速な編成及び派遣に努める。 

(3) 静岡県医療救護チームは、応援班を中心に編成する。 

(4) 静岡県医療救護チームの移動手段及び活動は、応援班の活動に準じる。 

(5) 県は、静岡県医療救護チームの活動に当たり、「災害時の医療救護活動に関する協定」

に基づき派遣した各団体の医療従事者と、移動手段、活動場所、活動内容等について

円滑に連携できるよう、平時において、関係団体と定期的に協議する。 
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静岡県医療救護計画 用語集 

 

 

１ 南海トラフ巨大地震 

駿河湾から九州東方沖に延びる、深さ4000メートル級の「南海トラフ」（浅い海溝）

に沿った広い震源域の連動による発生が懸念されている、マグニチュード９クラスの

巨大地震。 

従来は、東海地震、東南海地震、南海地震それぞれの対策が行われてきたが、東日

本大震災後、国は、複数の大地震が連動した巨大地震発生時の被害想定の検討を行い、

その対策についての大綱策定に取り組んでいる。 

２ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） 

ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）は、災害発生直後（概ね48時間以

内）に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療

チーム。 

阪神淡路大震災では、初期医療対応の遅れから「避けられた災害死」が多く存在し

た可能性が報告され、この教訓により、大規模な集団災害の急性期に、可及的速やか

に医療チームが災害現場に出向き、救出・救助部門と連携し、災害医療活動を行うこ

との必要性が認識されたことから、厚生労働省により、平成17年４月に日本ＤＭＡＴ

が発足した。 

ＤＭＡＴの主な活動は、被災地域での活動（病院支援、地域医療搬送、現場活動等）

及び広域医療搬送活動（ＳＣＵ活動、航空機内の医療活動等）である。 

３ 地域災害医療対策会議 

東日本大震災で明らかになった災害医療体制の課題に対応するため、厚生労働省が

各都道府県等に通知した「災害時における医療体制の充実強化について」（平成24年

３月21日付け厚生労働省医政局長通知）において、「保健所管轄区域や市町村単位等

で、災害時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会や災害拠点病院等の医療

関係者、保健医療活動チームが定期的に情報交換する場として地域災害医療対策会議

を迅速に設置できるよう事前に計画を策定」し、「災害現場に最も近い所の保健医療行

政機関である保健所において、自律的に集合した医療チームの配置調整、情報の提供

等を行うこと」とされている。 

これを受け、本県では、地域災害医療対策会議のあり方に関する各地域の災害医療

関係者による議論を踏まえ、平時から二次医療圏単位等で地域災害医療対策会議を設

置し、災害時の医療チームの配置調整等は、地域災害医療対策会議で平時に構築した

ネットワークを活用し、保健所が災害医療コーディネーターと連携して実施すること

とした。 
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４ 災害医療コーディネーター 

災害時の医療チーム配置調整や、行政への医療活動に対する助言等を行う医師等の

医療従事者。 

従来から新潟県や宮城県等が設置し、中越沖地震や東日本大震災等における活動に

より、災害時の医療提供体制確保に対する有効性が実証されている。 

災害医療コーディネーターの全国的な標準化はされていないため、各都道府県が地

域の実状に応じた制度を構築しているところであり、本県では、地域災害医療対策会

議で構築したネットワークを活用し、大規模災害時の医療資源需給調整に関する保健

所長業務を補完することとしている。 

５ 災害薬事コーディネーター 

災害時に、県本部や地域等で支援を効率的かつ効果的に受入れるための受援体制の

整備や薬剤師及び医薬品に関するニーズの把握とマッチングを行う薬剤師。 

東日本大震災を踏まえ、受援体制の整備（他都道府県からの支援薬剤師のスムーズ

な受入と適切な配置調整）、地域の医薬品等のニーズに応じた確保と配分について、公

益社団法人静岡県薬剤師会と連携し、体制を充実強化するもの。 

６ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ） 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information 

System）は、災害時に被災した都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害医療に

関わる情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集

約・提供するインターネット上のシステム。 

阪神淡路大震災を契機に、平成８年から、厚生労働省により導入が始まり、その後、

平成19年にＤＭＡＴ管理機能を、平成22年に広域医療搬送患者情報管理システム（Ｍ

ＡＴＴＳ）を付加するなど、システム強化を進めている。 

医療機関稼働状況等の主要機能は、各都道府県システム経由で全国システムと同期

しており、本県は、県民、医療機関、消防機関など医療に携わる人々に関係する情報

を相互に提供する「医療ネットしずおか」内に、県独自機能を付加した上で、システ

ム構築している。 

７ ふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ） 

平成23年度に稼動開始した、本県危機管理部が構築するインターネット上のシステ

ム。 

救出・救助や負傷者、避難者への対応などを迅速かつ円滑に実施するため、応急対

策等に必要な、災害時の関係機関や市町との情報共有を念頭に、基礎となるヘリポー

ト、道路や避難所などの情報をデータベースとして保有し、災害時に被害情報を収集

する。 

救護所開設状況等、災害医療に関する情報も共有されているが、防災情報の一元化

を図るため、ＥＭＩＳとの連携強化に取り組んでいる。 
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８ 新耐震基準 

正式名称は新耐震設計基準であり、建築基準法で規定され、昭和56年６月以降の建

築確認で適用されている。 

昭和53年に発生した宮城県沖地震を契機に定められ、震度６強以上の地震でも倒壊

しない構造基準として設定されている。 

阪神大震災では、新耐震基準を満たす建物の被害は比較的少なかったとされる。 

９ 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team）は、被災者の生命及び健康を守り、

被災地の公衆衛生を回復し、地域医療や地域包括ケアシステムの再生・復興を支援す

ることを目的とする災害医療チーム。 

   ＪＭＡＴには、被災地ＪＭＡＴ及び支援ＪＭＡＴ等があり、被災地ＪＭＡＴとは、

被災地内の医師会による組織的な活動として、災害時に備えた計画に則り医療救護活

動に従事するＪＭＡＴ（自院の診療を継続する場合、避難先等で個人的に診療活動を

する場合を除く。）であり、支援ＪＭＡＴとは、被災地外の医師会による組織活動とし

て、被災地に派遣するＪＭＡＴである。 

10 ＣＳＣＡ 

英国における大事故災害への医療対応標準化コースであるＭＩＭＭＳにおいて提唱

されている災害医療における基本的な概念。 

Command&Control（指揮統制） Safety（安全確保） Communication（情報収集・伝

達） Assessment（状況評価）の頭文字をとったもの。 

ＣＳＣＡの確立が、円滑なＴＴＴ（トリアージ、治療、搬送）実施の前提となる。 

11 保健医療調整本部 

都道府県災害対策本部の下に設置し、保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活

動に関する情報連携、保健医療活動に係る情報の整理及び分析等の保健医療活動の総

合調整を行う。なお、本県では、本機能は健康福祉部が担う。 

12 保健医療活動チーム 

   ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、

歯科医師チー ム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、

ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴ、その他災害対策に係る保健医療活動を行うチーム。 

13 ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric  Assistance Team）は、災害発生時に活動する、

専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム。（概ね48時間以内に、被災し

た都道府県等において活動できる班を先遣隊と定義する。） 

東日本大震災では、精神科医療支援の遅れが存在したことから、この教訓により、

大規模な集団災害の急性期に、可及的速やかに災害派遣精神医療チームが災害現場に

出向き、救出・救助部門と連携し、精神科医療活動を行うことの必要性が認識された

ことから、厚生労働省により、平成25年４月にＤＰＡＴが発足した。 

ＤＰＡＴの主な活動は、被災地域での精神科医療及び精神保健活動の支援である。 
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14 ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム） 

   ＤＨＥＡＴ（Disaster Health Emergency Assistance Team）は、災害が発生した際

に、被災都道府県の保健医療調整本部及び被災都道府県等の保健所が行う、被災地方

公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を応援するため、専門的な研修・訓練を受

けた都道府県等の職員により構成する応援派遣チーム。 

その主な業務は、災害発生時の健康危機管理に必要な情報収集・分析や全体調整な

どが円滑に実施されるよう、被災都道府県の保健医療調整本部及び被災都道府県等の

保健所を応援することである。 

15 災害時小児周産期リエゾン 

   小児医療に特化した調整役として災害医療コーディネーターをサポートする役割を

担う。 

具体的には、災害時に被災地における搬送が必要な小児・妊産婦の情報を収集し、

被災地内の適切な医療機関への搬送をコーディネートするとともに、全国の災害時小

児周産期リエゾンと連携し、被災地外への搬送方法、受け入れ体制の情報を収集する。 

 



 

 

 

 

静岡県医療救護計画 
 

 

 

 

様式・資料編



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



様 式 ・ 資 料 編  目次 

 

１ 様式 

【大規模地震等に関する情報及び広報活動実施要領】 

(1) 様式332-1    救護所等の開設状況···································1 

(2) 様式332-2    救護病院等の開設・被害状況···························2 

(3) 様式332-2（集） 救護病院等の開設・被害状況（集）·····················3 

(4) 様式332-3    精神科病院の被害状況·································4 

(5) 様式332-3（集） 精神科病院の被害総括情報（集）·······················5 

(6) 様式103     医療救護班支援要請···································6 

  

【大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について（平成29年7月5日厚生労働省通知）】 

(7) 災害診療記録 ··························································7 

(8) 避難所の状況等に関する記録 ···········································13 

 

【その他関連様式】 

(9) 医療搬送カルテ（災害時診療情報提供書）20150423 

（ＥＭＩＳ掲載資料（厚生労働省ＤＭＡＴ事務局）） ······················16 

(10) 災害時診療概況報告システム Ｊ-ＳＰＥＥＤレポーティング・フォーム (Ver1.0)  

（「災害診療記録報告書」(平成27年２月災害時の診療録のあり方に関する合同委員会)）····20 

 

２ 資料 

(1) 大規模災害時に需要が見込まれる医薬品等 ·······························21 

(2) 広域医療搬送基準 ·····················································24 

(3) 災害時における医療体制の充実強化について（平成24年3月21日厚生労働省医政局長通知）······25 

(4) 災害拠点病院指定要件の一部改正について（平成29年3月31日厚生労働省医政局長通知）········33 

(5) 大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針について（平成28年12月5日厚生労働省医政局長通知） ···37 

(6) 大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について（平成29年7月5日厚生労働省通知）···47 



様式332-1 救護所等の開設状況
報告日時：　　　　年　　月　　日　　時　　分
報告組織・担当者名：

１　救護施設等開設状況

　

開設済数 箇所 箇所

２　県方面本部健康福祉班記入欄

（１）報告日時：

（２）健康福祉班名：

（３）報告者：

市町名

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　　分

救護所 その他 備考

救護所 その他 備考

救 護 所 等 県方面本部健康福祉班市 町 本 部 県本部健康福祉部医療
救護班（地域医療課）

県本部指令部
（ 統 括 班 ）

県本部指令部
（ 情 報 G ）

とりまとめ
情報

－様式・資料編1－



様式332-2 救護病院等の開設・被害状況
報告日時：　　　　年　　月　　日　　時　　分
報告組織・担当者名：

１　病院名：

２　救護病院等情報

（１）救護病院等の連絡先 電話： ＦＡＸ：

３　救助活動の可・不可：

（１）救護活動の可・不可

（２）緊急連絡要請：

（３）診療可否：

４　手術機能等の状況（該当する箇所に○印を記入）

５　職員の状況（該当する箇所に○印を記入）

６　建物の状況（該当する箇所の摘要欄に○印を記入）

７　ライフライン等（電気、ガス、水、空調）の状況（該当する箇所に○印を記入）

８　空床状況

一般病床数

備考（その他、補足する情報がある場合には記入下さい。）

他の医療機関への応援活動の可否を必ず記入すること。

【処理欄】医療ネットしずおか入力：

空床数 仮設ベッド数

水 電話系統

ガス系統

使用不可

プロパンガス

区分

自家発電燃料

空調

自動車交通可否

その他

徒歩交通可否

区分 正常 使用不可 正常

電気系統

（３）全く対応不能

（１）ほとんど影響がない

（２）一部対応不能

（２）一部対応不能

（３）全く対応不能

（１）ほぼ計画どおり可能

（２）一部対応不能

（３）全く対応不能

（１）ほぼ計画どおり可能

区分

区分 摘要

医師 薬剤師 看護師 技師 その他職

区分

要（可）・否（不可）

手術機能 検査機能

否（不可）

要（可）・

給食機能

要（可）・

病棟機能

否（不可）

とりまとめ
　情報

救 護 病 院
精 神 科 病 院

県方面本部健康福祉班市 町 本 部
県本部指令部
（ 統 括 班 ）

県本部指令部
（ 情 報 G ）

県本部健康福祉部医療
救護班（地域医療課）

－様式・資料編2－
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様式332-3 精神科病院の被害状況
報告日時：平成　　年　　月　　日　　時　　分
報告組織・担当者名：

１　医療施設名称：

２　医療施設の所在地：

（１）医療施設の連電話： ＦＡＸ：

３　患者受入の可否 受入　 可 ・ 不可

４　施設内被害状況（建物、設備、体制）

□ 影響無し □ 一部不能 □ 不能

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 可能　　 □ 一部可能 　□ 不可能　　 □ 設備無し　　

□ 充足　　 □ やや不足 　□ 不足　　　　　

□ 充足　　 □ やや不足 　□ 不足　　　　　

□ 充足　　 □ やや不足 　□ 不足　　　　　

□ 充足　　 □ やや不足 　□ 不足　　　　　

５　空床状況 空病床数 ベッド（仮設ベッドを含む）

６　備考（自由記述）

※建物の被害状況がある場合は、備考欄に被害の状況を記入してください。

（１）電話 □ 使用可能 □ □ 復旧作業中 □

（２）FAX □ 使用可能 □ □ 復旧作業中 □

□ 使用可能 □ □ 復旧作業中 □

メールアドレス

保護室 保護室 保護室 一般病室

A C E H A～I

0

保護室 保護室 保護室 一般病室

A C E H A～I

0

（１）建物被害状況

（２）電気使用の可否

（３）水道使用の可否

（４）ガス使用の可否

（５）空調使用の可否

（６）手術機能の可否

（７）検査機能の可否

（８）給食機能の可否

（９）医師の状況

（10）薬剤師の状況

（11）看護師の状況

（12）その他職員の状況

７　通信手段の状況

不具合あり
（回線輻輳等）

使用不可
（停電、故障等）

不具合あり
（回線輻輳等）

使用不可
（停電、故障等）

（３）メール

不具合あり
（回線輻輳等）

使用不可
（停電、故障等）

８　受入要請人数

措置入院 医療保護入院

任意入院 計
隔離・拘束 隔離・拘束

有 無 有 無

一般病室 一般病室 一般病室 保護室

IB D F G

受入可能人数

措置入院 医療保護入院

任意入院 計
隔離・拘束 隔離・拘束

有 無 有 無

一般病室 一般病室 一般病室 保護室

IB D F G

精 神 科 病 院 県方面本部健康福祉班市 町 本
県本部健康福祉部医療救護
班 （ 障 害 福 祉 課 ）

県本部指令部
（ 情 報 班 ）
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医療救護班支援要請
報告日時：　　　　年　　月　　日　　時　　分
報告組織・担当者名：

１　要請番号：

２　要請元：

３　派遣場所：

４　所在地：

５　ヘリポート情報

（１）名称：

（２）所在地：

６　要請内容

備考（説明及び連絡を要すると思われる事項を記入下さい。）

［回答欄］

　ヘリ： ドクヘリ　民間　自衛隊　消防　その他 機種番号（　　　　）

　車両： バス　タクシー　その他 車両番号（　　　　）

※　方面本部において対応可の場合は、本部へ要請せず、方面本部より市町へ回答する。

※　方面本部において対応不可の場合は、県本部へ要請する。

特記事項

事
務
職

運
転
手

派遣手段

精神科系
医師

薬剤師 看護師

内科小児
科系医師

精神保健
福祉士

薬剤師

到着予定時刻 月　　日　　時　　分頃

精神保健
福祉士

外科系
医師

内科小児
科系医師

産婦人科
系医師

歯科医師

【処理欄】FUJISAN入力：
　　　　　GIS入力：

産婦人科
系医師

歯科医師
精神科系

医師

様式103

外科系
医師

事
務
職

運
転
手

看護師

市 町 本 部 県方面本部健康福祉班
（ 事 ）

県方面本部指令班 県本部指令部
（ 対 策 G ）

県本部健康福祉部医療救護班
（地域医療課・障害福祉課）
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項目は、 および必要記入項目です。 年 月 日

トリアージタグ＆番号 赤　黄　緑  黒 番号 トリアージタグ記載者・場所・機関

フリガナ 保険者番号　　　

記号・番号

M　T　S　H　　　　　年　　　　月　　　　　日（　　　　　)歳 [携帯]電話番号

　自宅 　健存　　半壊　　全壊

□避難所１ □知人宅 □テント　□車内　□その他

□避難所２ □知人宅 □テント　□車内　□その他

職　業 連絡先（家族・知人・その他） 連絡先なし　

【禁忌事項等】
□アレルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□禁忌食物

【特記事項（常用薬等）】

□抗血小板薬（　　　 　　　　　　　　　 ）
□抗凝固薬 □ワーファリン （ ）
□糖尿病治療薬 □インスリン □経口薬
□ステロイド（ ）
□抗てんかん薬（ ）
□その他（ ）
□透析
□在宅酸素療法（HOT)
□災害時要援護者（□高齢者　□障害者　□乳幼児　□妊婦　□日本語が不自由　

□その他（                                               ））
【フォローアップ】　□必要（次の該当項目に◯を付す。身体的/精神的/社会的/その他）

　　開始 　　　　　診察場所 　所属　・医師サイン

年
月 日

Ｍ
Ｆ

男
　
女

災 害 診 療 記 録

生年月日
　年齢

住　所

メディカルID

氏名

傷病名

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載

＊年齢不詳の場合は推定年齢

＊該当項目に◯を付す

＊該当項目に◯を付す

＊該当性別に◯を付す
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は、 および必要記入項目です。 年 月 日

意識障害： 　/min 脈拍：　 /min 整　不整 血圧：　　　 / ㎜Hg体温：　　　 ℃

身長：　　　 　㎝、体重：　　　　kg 既往歴 □高血圧　□糖尿病　□喘息　□その他（ ）

予防接種歴 □麻疹　□破傷風　□インフルエンザ　□肺炎球菌　□風疹　□その他（　　　　　　妊娠 □無□有

主訴

          診断 □処置あり □処置なし 処方　□無　　□有

#1 #1

【記載者】 （□医師　□看護師　□薬剤師　□その他 ）

所属　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メディカルID
Ｍ
Ｆ

バイタルサイン等 □有　□無　 呼吸数：　

□外傷⇒黄色タグ以上は外傷カルテへ（J-SPEEDは記入）

□痛み  （□頭痛　□胸部痛　□腹痛　□その他：　　　　　　 
□熱発　　　日 

□咽頭痛  □咳 □呼吸苦
□食思不振 □下痢　　　　日（□水様便、□血便）
□不眠 □めまい
□皮膚症状 □眼の症状 □耳の症状
□その他

□ 創処置　 □点滴　 □注射
*その場の処置としての □外用
□内服

□1 男性 □7 熱傷 （皮膚/気道） □13 呼吸器感染症 □19 気管支喘息発作 □25 治療中断

□2 女性 □8 溺水 □14 消化器感染症 □20 災害ストレス諸症状 □26 災害関連性なし
□3 歩行不能（被災後～） □9 クラッシュ症候群 □15 麻疹疑い □21 心理ケア □27

□4 搬送必要 □10 人工透析必要 □16 破傷風疑い □22 介護/看護 □28

□5 創傷 （臓器）損傷 □11 深部静脈血栓症疑 □17 皮膚疾患 □23 水・食料 □29

□6 骨折 □12 発熱 □18 血圧 >160/100 □24 栄養 □30

緊

急

支

援

要

＊該当項目に◯を付す

＊該当性別に◯を付す

－様式・資料編8－



は、 および必要記入項目です。

・診療場所
・所属
・医師等サイン

メディカルID
Ｍ
Ｆ

前頁のJ‐
SPEED#3~#
26の該当
ｺｰﾄﾞを記載

日時 所　　見 処置・処方

＊該当性別に◯を付す
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は、 および必要記入項目です。

・診療場所
所　　見 ・所属

・医師等サイン

【転帰】 年　　　月　　　日

□ 1帰宅
□ 2転送（手段： 搬送機関：

搬送先： 年　　　月　　　日

□ 3紹介先

□ 4死亡（場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　時刻：　　　　　　　　　　　　確認者：　　　　　　　　　　　　　　）

【災害と傷病との関連】
□　１有 （□新規　/　□悪化　/　□慢性疾患増悪）
□　２無
□　３わからない

最終診療記録管理者

メディカルID
Ｍ
Ｆ

日時 処置・処方
２頁のJ‐
SPEED#3~#
26の該当
ｺｰﾄﾞを記載

＊該当性別に◯を付す
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項目は、 および必要記入項目です。

M T S H　　　年　　　月　　　日　　　歳 男　　女

A　気道 □気道の異常有り（□ゴロゴロ音　□閉塞　□狭窄）→次ページ「A　気道の異常」項目へ

□気道開通（正常な発語あり）→下記「B　呼吸」項目へ

B　呼吸 SpO2　　　　％ 呼吸数　　　　回/分

努力様呼吸　□無　/　□有 呼吸音の左右差　□無　/　有（□右＞左　□右<左）

皮下気腫の有無　□無　/　有（□右　□左　□両側）  陥没呼吸　□無　/　□有

異常なければC項へ、異常あれば次ページ「B・Cの異常」項目へ

C　循環　心拍数　　回/分 血圧　　/　　　mmHg

ショックの徴候　□無　/　有（□冷汗　□血圧低下　□脈の異常）

活動性出血　□無　/　□有

超音波（エコー）検査

胸部X線写真  血胸・気胸　□無　/　有（□右　□左　□両側）

骨盤X線写真  不安定型骨盤骨折　□無　/　□有

異常なければD項へ、異常あれば次ページ「Cの異常」項目へ

D　中枢神経の機能障害　

意識レベル（ＧＣＳ）　　E   　  V        M　　　　合計　　　　　　3

Ｅ 開眼している Ｖ 時・場所・人を正確に言える Ｍ 命令に応じる

呼びかけで開眼する 混乱した会話 痛み刺激を払いのける

刺激で開眼する 不適当な単語 痛みに手足を引っ込める

何をしても開眼しない 無意味な発言 上肢の異常屈曲

  発声なし又は挿管中 四肢の異常伸展

全く動かない

瞳孔径(右　　　mm　左　　　mm)　 対光反射(右　　　　左　　　) 片麻痺(　□無　/　□有)

「切迫 するD」　□無　/　有（□GCS 8点以下、□観察中にGCSで2点以上の低下、□瞳孔不同、

□片麻痺、□クッシング徴候）

異常なければ下記E項へ、異常あれば次ページのD項へ

保温に努め、全身観察　外傷（身体所見）の評価

Cr 圧挫症候群　□無　/　有（□四肢の狭圧、□麻痺、□感覚障害、□ポートワイン尿、□高カリウム血症、

□心電図異常　）

特記事項等（自由記載）

　確認時刻　　　月　　　日　　　時　　　分

　     災害診療記録（外傷、初期評価）（表）

4 6

3 5

メディカルID

　生年月日　性別
　　　　年齢

5

4

氏名

1

M
F

□所見なし

所見有り（□心嚢　□モリソン窩　□脾周囲　□ダグラス窩　□右胸腔　□左胸腔）

E　保温と脱衣　　　　　　体温　　　　　　℃

2 4

1 3

2

1

3

2

＊該当性別に◯を付す

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載 ＊年齢不詳の場合は推定年齢
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項目は、 および必要記入項目です。

A　気道の異常　
□口腔内吸引　□エアウェイ
□気管挿管　 （挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）
□輪状甲状靭帯切開　 （気切チューブ　内径　　　mm　カフ　　　ml）

B・Cの異常　
□酸素投与(　　L/分）
□胸腔ドレナージ(□右　□左　□両側　サイズ　　　Fr　吸引圧　　　ｃｍH2O）
□気管挿管（挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）　
□人工呼吸（FIO2　　　　TV　　　ml　換気回数　　　回/分　　PEEP　　　cmH2O)

Cの異常
□圧迫止血　□細胞外液輸液　□心電図モニター
□心嚢穿刺・切開ドレナージ　□胸部X線撮影　□骨盤X線撮影
□骨盤シーツラッピング　□TAE　□外科的治療　□四肢の循環障害

Dの異常　
□酸素投与(　　L/分）
□気管挿管（挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）　
□頭部CT検査

その他の処置

□NG チューブ（　　　Fr　　　　cm固定）　
□動脈ライン（□右　□左　□上肢　□下肢） □末梢血検査 □血液ガス分析
□創傷処置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□投与薬物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受傷機転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

傷病分類　 □頭頸部（□頭部外傷　□頸部外傷　□頸椎・頚髄損傷）　

□顔面 (□骨折 □眼損傷　□耳損傷 □鼻出血 □口腔損傷）

□胸部（□フレイルチェスト　□肋骨骨折（ □多発 ）　□血胸　□気胸）

□腹部（□腹腔内出血　□腹膜炎（□腹部反跳痛　□筋性防御）　□腎・尿路損傷（□肉眼的血尿）　）　

□四肢と骨盤（□両側大腿骨骨折　□開放性骨折　□脱臼　□切断　□骨盤骨折（□不安定型））　

□体表（□剝皮創　□穿通創　□挫創　□熱傷（□Ⅱ度　□Ⅲ度　面積　　　　％　□気道熱傷有）

□圧挫症候群　□胸・腰椎(髄）損傷　□低体温　□汚染（□化学物質　□放射線）

□その他の傷病名（身体所見）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

必要な治療・処置

□外科的治療（□緊急手術を要す、□待機的手術を要す）　□輸血　□動脈塞栓術（TAE）　

□創外固定　□直達牽引　□創傷処置　□除染（□化学物質　□放射性物質）

□破傷風トキソイド　□抗破傷風免疫グロブリン　　　   

□その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

診断、特記事項等（自由記載）

□尿道バルーンカテーテル　　　Fr

災害診療記録（緊急処置と外傷評価）（裏）

メディカルID

□末梢ルート①（　　　G　□右　□左　□上肢　□下肢）　　②（　　　G　□右　□左　□上肢　□下肢）
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大規模災害時に需要が見込まれる医薬品等 

１  発災から３ 日間＜主に外科系措置（重症患者は医療機関へ搬送までの応急措置）用＞の医薬品等 

予想される傷病  多発外傷、熱傷、挫滅創、切創、打撲、骨折 等 

 

必要性の高い医薬品（薬効別） 適応する傷病 災害用医薬品等備蓄上の留意事項 

〈医療用〉 

○医療材料 

（小外科セット、縫合セ

ット、包帯 等） 

体外出血を伴う各種

外傷 

・大量需要が予測される（被害想定以上の確保が必要） 

・保管は容易 

・ディスポ製品が適当 

○細胞外液補充液 

 維持液 

 代用血漿液 

大量出血 

ショック 等 

・大量需要が予測される（被害想定以上の確保が必要） 

・嵩張る物が多く、保管場所の確保が困難 

・保管は常温可 

・保管数量と同数の点滴セットが必要 

○血液製剤 

 

大量出血、特殊疾患 ・日赤血液センターの対応が期待できる 

・有効期限が短く迅速な対応が必要 

○薬剤 

・解熱鎮痛消炎剤 

 （小児用含む） 

多発外傷、熱傷、挫滅

創、切創、打撲、骨折

 等 

・大量需要が予測される（被害想定以上の確保が必要） 

・冷所保存の薬剤は不適（常温品が適当） 

・抗生物質製剤 

 （小児用含む） 

多発外傷、二次感染予

防、各種感染症 

・大量需要が予測される（被害想定以上の確保が必要） 

・適応症が多様であり、３日目以降も高需要が予想される

・保管は常温可 

・滅菌消毒剤 各種外傷 ・大量需要が予測される（被害想定以上の確保が必要） 

・嵩張る物が多く、保管場所の確保が困難 

・保管は常温可 

・外皮用薬 各種外傷、各種皮膚疾

患 

・初期には大量需要が予測される 

・保管は常温可 

・止血剤 各種出血性疾患 同上 

・強心剤、昇圧剤 心疾患（心不全等）、

低血圧 

同上 

・局所麻酔剤 外傷等（外科措置用） ・外科措置用剤として必要性は高い 

・保管は常温可 

〈一般用〉 

・シップ薬 

 （鎮痛、鎮痒、収斂、

 消炎剤） 

 ｛冷シップ、温シップ｝

打撲、筋肉痛、腰痛 ・初期には特に冷シップの需要が増す 

・嵩張るが保管は容易・保管は常温可 

・殺菌消毒薬 

 （その他の外皮用薬）

外傷全般 ・特に初期に大量需要が予測される 

（被害想定以上の確保が必要） 

・プラスチックボトル（100ml 入）が保管、使用に便利 

・希釈不要のものが適当・保管は常温可 

・衛生材料 

 （ガーゼ、包帯、脱脂

 綿等） 

外傷全般 ・特に初期に大量需要が予測される 

 （被害想定以上の確保が必要） 

・保管時はセットしておくと便利 

・保管は常温可 
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２ 外部からの救援が見込まれる3 日目以降〈主に急性疾患措置用〉の医薬品等 

予想される傷病 
心的外傷後ストレス障害（PTSD）、不安症、不眠症、過労、便秘症、食欲不振、 

腰痛、感冒、消化器疾患外傷の二次感染症 等 

季節的な疾病 インフルエンザ、食中毒、等 

 

必要性の高い医薬品（薬効別） 適応する傷病 災害用医薬品等備蓄上の留意事項 

〈医療用〉１の他 

・鎮咳剤、 

 去たん剤（小児用含む）

感冒、 

慢性疾患 等 

・特に冬期に大量需要が予測される 

・集団避難生活への気遣いからも多く求められる 

・保管は常温可 

・止しゃ剤 

 整腸剤（小児用含む）

下痢、 

その他 

・体力の低下に伴い多発（＝需要大） 

・保管は常温可 

・便秘薬 

 （下剤、浣腸剤） 

便秘 ・水分の摂取不良等から多発（＝需要大） 

・多種類の剤形あり（坐剤は冷所保冷） 

・飲み下し困難者は浣腸が必要 

・催眠鎮静剤、 

 抗不安剤 

不眠症、不安症、神経

症、PTSD 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

・向精神薬については保管対策が必要 

・保管は常温可 

・口腔用塗布剤 

（その他の消化器官用

薬） 

口内炎、 

舌炎 

・栄養摂取不良から多発（＝需要大） 

・保管が容易な外用薬が適当 

・保管は常温可 

・消化性潰瘍用剤 胃、 

十二指腸潰瘍 

・ 慢性疾患患者及び災害後ストレスによる新規患者の多

発が予測される 

・保管は常温可 

・健胃消化剤 消化不良、 

胃部不快感、 

食欲不振 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

・種類は豊富 

・保管は常温可 

・総合感冒剤 

 （小児用含む） 

感冒 ・特に冬期に大量需要が予測される 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

・小児用にはシロップが適当 

・保管は常温可 

・インフルエンザ治療薬 インフルエンザ 

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 

・冬期に大量需要が予測される 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

〈一般用〉１の他 

・催眠鎮静剤、強心剤 

不眠、 

動悸、 

めまい 

・中期以降に多発（＝需要大） 

・特に医師、薬剤師の指示が必要 

・保管は常温可（保管対策は必要） 

・便秘薬 

 （下剤、浣腸剤） 

便秘 ・中期以降に多発（＝需要大） 

・保管は常温可 

・ビタミンＢ剤 栄養補給、 

肉体疲労、 

眼精疲労 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

・蒿張るがドリンク剤は便利 

・保管は常温可 

・絆創膏 各種外傷 ・各種サイズが必要 

・保管は容易 

・目薬 

 （眼科用剤） 

充血、抗炎症、 

眼精疲労、アレルギ

ー、抗菌 等 

・埃、粉塵による障害多発（＝需要大） 

・有効期限が短いので要注意 

・保管は容易 

・マスク 感冒、その他予防 ・埃、粉塵が多い場合必要性が高い（阪神では一時的に不足した）

・うがい薬 

 （含嗽剤） 

感染予防、 

口内殺菌 

・避難所生活長期化に伴い多発（＝需要大） 

・特に冬期に需要が高まると予測される 

・溶解の必要な散剤は不適 

・保管は常温可 

・一般用総合感冒剤 感冒 ・特に冬期に大量需要が予測される 

・小児用にはシロップが適当 

・保管は常温可 
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３  避難所生活が長期化する頃〈主に慢性疾患措置用〉の医薬品等＝医療機関へ引継ぐまでの応急的措置 

予想される傷病 急性疾患の他、高血圧、呼吸器官疾患、糖尿病、心臓病 等 

季節的な疾病 花粉症、喘息、真菌症 等 

 

必要性の高い医薬品（薬効別） 適応する傷病 災害用医薬品等備蓄上の留意事項 

〈医療用〉１、２ の他 

・降圧剤 

高血圧 

 

・高血圧疾患患者はかなり多い（＝需要大） 

・保管は常温可 

・抗血栓用剤 各種血栓、 

塞栓症 

・治療継続中の慢性疾患患者に必要 

・医師の指示のもとに使用（中断は危険） 

・保管は常温可 

・糖尿病用剤 

 インスリン注射 

 経口糖尿病治療剤 

糖尿病 ・糖尿病患者は意外に多く、患者に合った剤形が必要 

・剤形により保管条件は異なる 

・心疾患用剤 

 

心疾患 

（狭心症、心不全、心

筋梗塞、不整脈） 

・心疾患は広範囲にわたり各種薬が必要 

・心疾患患者には緊急の対応が必要 

・外用剤（貼付剤）もある 

・喘息治療剤 喘息 

（気管支喘息含む） 

・避難所生活長期化に伴い発作多発 

・エアゾール吸入型が便利 

・保管は常温可 

・抗ヒスタミン剤 

 （小児用含む） 

アレルギー諸症状 ・季節によっては大量需要が予測される 

・一般的なもので対応可 

・小児はドライシロップが適当 

・点鼻薬、点眼薬も有効 

・寄生性皮ふ疾患剤 真菌症 他 ・特に夏期に需要が増すと予測される 

・保管は容易 

〈一般用〉１、２ の他 

・胃腸薬 

 （消化性潰瘍用剤、健

 胃消化剤、制酸剤、複

 合胃腸剤、その他の消

 化器官用薬） 

消化不良、 

胃腸痛、 

胃部不快感 

 

・避難所生活長期化に伴い大量需要が予測される 

・保管は常温可 

 

・止しゃ剤、整腸剤 下剤 同上 

・鼻炎薬 

 （耳鼻科用剤） 

鼻炎 

（鼻水、鼻閉 等） 

・季節によっては大量需要が予測される 

・保管は常温可 

・アレルギー用薬 アレルギー性疾患 

（じんましん、花粉症）

同上 

・公衆衛生用薬 〈用途〉 

防疫活動用 

・季節によっては大量需要が予測される 

・消毒液散布用の器具が必要 

・保管は常温可 

 

大規模災害時の医薬品等供給マニュアル 

厚生労働省「大規模災害時の医薬品等供給システム検討会」報告書（平成８年１月）より 
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広域医療搬送基準 

 

診断結果が以下の場合、広域医療搬送基準に該当する。 

１．クラッシュ症候群 

２．広域範囲熱傷 

20≦熱傷指数≦50 

３．重症体幹四肢外傷 

重症体幹四肢外傷（疑いを含む） 

 ・ 気道内出血を伴う肺挫傷 

 ・ 大量気漏を伴う気胸 

 ・ 大量血胸（500ml以上） 

 ・ 腹腔内液体貯留/腹膜刺激症状 

 ・ 心嚢液貯留 

 ・ 不安定型骨盤骨折 

・ 大動脈損傷、気管・気管支損傷、横隔膜損傷 

 ・ 人工呼吸を要する胸部外傷 

・ 止血治療を要する安定型骨盤骨折 

 ・ 気管挿管を要する頚髄損傷 

 ・ 重症多発長幹骨骨折 

 ・ 重度軟部組織損傷（開放骨折を含む） 

ただし、以下の場合、広域医療搬送基準に該当しない。 

 ・ FiO2 1.0下の人工呼吸で、SpO2 95%未満 

 ・ 急速輸液1000ml後に、収縮期血圧60mmHg以下 

４．頭部外傷 

頭部外傷（疑いを含む） 

 ・ 急性硬膜外血腫 

 ・ 脳挫傷が主体でない急性硬膜下血腫 

 ・ 中硬膜動脈や静脈洞を横切る頭蓋骨骨折 

 ・ 頭蓋骨開放骨折（脳組織の露出を伴う） 

 ・ 神経所見から脳ヘルニアが進行 

 ・ 緊急手術の適応はないが頭部CTで異常あり 

 ・ GCS≦13またはJCS二桁以上 

 ・ 出血素因などの高危険因子を持つ頭部外傷 

 ・ 気管挿管や人工呼吸を要する頭部外傷 

 ・ 頭蓋底骨折（身体所見による） 

ただし、以下の場合、広域医療搬送基準に該当しない。 

 ・ 意識がGCS≦8またはJCS三桁で、かつ両側瞳孔散大 

 ・ 頭部CTで中脳周囲脳槽が消失 
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医政発 0321 第 2 号   

平成２４年３月２１日 

 

各都道府県知事 

各政令市市長  殿 

各特別区区長 

 

厚生労働省医政局長      

 

 

 

災害時における医療体制の充実強化について 

 

 

災害医療体制については、平成７年の阪神・淡路大震災を契機として、災害拠

点病院の整備、広域災害・救急医療情報システム（Emergency Medical Information 

System：ＥＭＩＳ）の整備、災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance 

Team：ＤＭＡＴ）の養成等を行ってきたが、今般発生した東日本大震災での対応

において、これまで整備してきた体制等について、課題が明らかになったところ

である。 

これらの課題について、被災地を含めた災害医療関係の有識者が検討する場と

して「災害医療等のあり方に関する検討会」を開催し、報告書が別添のとおり取

りまとめられた。 

同報告書では、今後の災害医療等のあり方の方向性として、災害拠点病院に関

しては、施設の耐震性、ＥＭＩＳによる情報発信、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭ

ＡＴ等の医療チームを受け入れる体制整備等が必要であること、災害時の医療提

供体制に関しては、日本医師会災害医療チーム（Japan Medical Association Team：

ＪＭＡＴ）をはじめ、大学病院、日本赤十字社、国立病院機構、日本病院会、全

日本病院協会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体

から派遣される医療チーム等の派遣調整を行う体制や関係者間での情報の共有が

必要であること等が指摘されている。 

同報告書の趣旨を踏まえ、下記の事業を積極的に推進することにより、特に災

害時における医療体制の充実強化を図られたい。 

なお、同検討会にオブザーバーとして参加した内閣府（防災担当）、消防庁にお

いても本通知の趣旨をご承知いただいているところであるので申し添える。 

 本通知は平成２４年４月１日より適用する。なお、「災害時における初期救急医
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療体制の充実強化について」（平成８年５月１０日健政発第４５１号厚生省健康政

策局長通知）については、平成２４年４月 1 日付で廃止する。 

 

記 

 

 

１．地方防災会議等への医療関係者の参加の促進 

防災計画上の医療活動が災害時に真に機能するために、都道府県、政令市

及び特別区が設置する地域防災会議、若しくは災害医療対策関連の協議会等に

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体の代表、救急医療

の専門家等を参加させることが適当であることから、その参加を促進すること。 

また、都道府県は、救護班（医療チーム）の派遣調整等を行うために、災

害対策本部の下に派遣調整本部を迅速に設置できるよう事前に計画を策定す

ること。その上で、都道府県は、災害拠点病院、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会等の関係機関と連携して、災害対策本部の立ち上げ訓練を行うと

ともに、派遣調整本部の設置手順、コーディネート機能を十分発揮できるか、

ＤＭＡＴ都道府県調整本部との連携、派遣調整本部における具体的な作業内容

などについて確認しておくこと。また、空路参集したＤＭＡＴに必要な物資の

提供や移動手段の確保を行う体制を整備しておくことが望ましい。 

 

２．災害時に備えた応援協定の締結 

災害が発生した場合、最も重要なことは人命救助である。人命救助にあた

って、被災地内の医療機関は、自らも被災者となるものの、被災現場において

最も早く医療活動を実施できることから、その役割は重要なものである。その

ため、都道府県、政令市及び特別区においては、災害拠点病院を初め、公的医

療機関、民間医療機関、医療関係団体等との医療に関する応援協定の締結に配

慮すること。また、傷病者、医療チーム、医療物資等の緊急輸送に関して、地

域の実情に応じて、消防機関、自衛隊、海上保安庁、公共輸送機関等との協定

の締結も配慮すること。また、協定を締結した後も、随時見直しを行うことが

望ましい。 

なお、協定の締結の際には、下記の点に留意すること。 

（1）広域応援体制の整備 

近隣都道府県・市町村間において相互応援協定の締結が必要であり、特

に大都市を抱える都道府県においては、ブロック内（ブロックとは、当該

都道府県を中心にみた場合のものを独自に想定）の複数の都道府県との締

結が必要であり、さらに、人口過密地域においては、ブロックを越えた都
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道府県間の協定の締結にも考慮すべきであること。 

 （2）自律的応援体制の整備 

一定以上の規模の災害が発生した場合には、被災地では一定以上の被害

が起こっているものと推定し、個別の要請がなくても被災地へ向かうこと

を内容とする協定の締結を考慮すべきであること。 

 （3）医薬品等の確保体制の整備 

医薬品等の供給確保については、厚生労働省防災業務計画により各都道

府県において策定することとされている「医薬品等の供給、管理のための

計画」に基づいて体制を整えておくこと。 

 

３．広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備 

都道府県は、災害時に医療機関の稼働状況、医師・看護師等スタッフの状

況、ライフラインの確保、医薬品等の備蓄状況等、災害医療に係る総合的な情

報収集及び提供を行われたいこと。このため、災害時に医療機関の状況を把握

する手段である広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の導入に努める

とともに、全病院に対して登録（パスワードの付与）を促すこと。また、登録

した各機関においては、災害時に迅速で確実な情報の入力を行うため、ＥＭＩ

Ｓへ情報を入力する複数の担当者を定め、入力内容や操作などの研修・訓練を

定期的に行うことが必要であること。さらに、災害拠点病院においては、通信

回線が途絶えた際のＥＭＩＳへの入力も考慮して、衛星回線インターネットが

利用できる環境の整備をすることが必要であること。 

 

４．災害拠点病院の整備 

多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の

救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からのとりあえずの重症

傷病者の受入れ機能を有するとともに、ＤＭＡＴ等の受入れ機能、傷病者等の

受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、ＤＭＡＴの派遣機能、地域の医

療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する「地域災害拠点病院」を整備し、

さらにそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果

たす「基幹災害拠点病院」を整備することが必要である。 

各都道府県においては、別紙に示す指定要件を満たす災害拠点病院について

指定を行い、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除を行うこと。な

お、指定又は指定の解除を行った際には、速やかに当職まで報告されたいこと。 

また、災害拠点病院は、第一線の地域の医療機関を支援するものであるので、

医師会等の医療関係団体の意見を聴き、応急用医療資器材の貸出し要件他を事

前に決めておくこと。さらに、都道府県は、災害拠点病院の施設が被災するこ

－様式・資料編27－



とを想定して、近隣の広場を確保し、仮設の救護所等として使用する場合があ

ることについて地域住民の理解を得ておくことが望ましいこと。 

「地域災害拠点病院」については原則として二次医療圏ごとに１か所、「基

幹災害拠点病院」については原則として都道府県ごとに１か所整備することが

必要であること。 

 

５．災害医療に係る保健所機能の強化 

災害医療においては、災害拠点病院等の医療機関、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、看護協会、病院団体、日本赤十字社等の医療関係団体、医薬品関係

団体、医療機器関係団体、衛生検査所・給食業者等の医療関連サービス事業者、

消防機関、警察機関、精神保健福祉センター、市町村等の関係行政機関、水道、

電気、ガス、電話等のライフライン事業者、自治会等の住民組織など様々な関

係機関・団体との連携が重要となること。そのため、保健所において日常から

その連携を推進するとともに、地域の実情に応じた対応マニュアルを作成され

たいこと。 

また、ＥＭＩＳに登録し、管轄区域内の医療機関の状況について把握する

とともに、医療ボランティアの窓口機能を確保すること。当該システムが機能

していない場合においては、電話、ＦＡＸ若しくは自転車・バイク等を利用し

て直接医療機関に出向いて情報把握又は当該医療機関におけるＥＭＩＳ等で

の情報発信の支援を行うこと。 

発災時の初期救急段階（発災後概ね３日間）においては、医療に関する具

体の指揮命令を行う者を設定することが困難な場合が多いが、災害現場に最も

近い所の保健医療行政機関である保健所において、自律的に集合した医療チー

ムの配置調整、情報の提供等を行うこと。そのため、保健所管轄区域や市町村

単位等で、災害時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会や災害拠点

病院等の医療関係者、医療チーム等が定期的に情報交換する場として地域災害

医療対策会議を迅速に設置できるよう事前に計画を策定すること。地域災害医

療対策会議では、避難所等での医療ニーズを適切かつ詳細に把握・分析した上

で、派遣調整本部から派遣された医療チームや自主的に集合した医療チームを

配置調整するなどのコーディネート機能が十分に発揮できる体制を整備する

こと。また、災害後のメンタルヘルス、感染症対策等の健康管理活動について

は、関係部局からの通達等に基づいて実施されたいこと。 

 

６．災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施 

一般住民に対する救急蘇生法、止血法、骨折の手当法、トリアージの意義、

メンタルヘルスなどに関する普及啓発に努めるとともに、医療関係者、行政関
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係者に対する災害医療に関する研修・訓練の実施に努められたいこと。 

 

７．病院災害対策マニュアルの作成等 

医療機関は自ら被災することを想定して災害対策マニュアルを作成すると

ともに業務継続計画の作成に努められたいこと。また、人工呼吸器等の医療機

器を使用しているような患者等をかかえる医療機関は、災害時におけるこれら

の患者の搬送先等について計画を策定しておくことが望ましいこと。なお、都

道府県はこれらの策定状況について確認を行うことが望ましいこと。 

 

８．災害時における関係機関との連携 

都道府県は、あらかじめ、消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の

整備を図るとともに、医療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよ

う努めるものとする。また、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病

者の搬送にあたり、拠点として使用することが適当な民間空港、自衛隊の基地、

大規模な空地等をあらかじめ抽出しておくなど、災害発生時における救急医療

体制の整備に努めるものとする。 

 

９．災害時における死体検案体制の整備 

災害時には多数の人が死亡する事態も予想されるため、死体検案業務の指

揮命令系統、法医学の修練を積んだ医師の動員等、死体検案体制について、地

域防災計画、災害時医療救護対応マニュアル等に定めておくことが望ましいこ

と。 
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別紙 災害拠点病院指定要件 

 

（１） 災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること。 

① 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出

を行うことが可能な体制を有すること。 

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、

「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場

合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受

け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害

拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を

行える機能を有していること。 

③ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。

また、災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け

入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えてい

ること。 

④ 救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること。 

⑤ 地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること。また、

災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

⑥ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい。 

 

（２） 施設及び設備 

① 医療関係 

ア． 施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

（ア） 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レン

トゲン室、手術室、人工透析室等）等救急診療に必要な部

門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時（入

院患者については通常時の 2 倍、外来患者については通常

時の 5 倍程度を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッ

ド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 

（イ） 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病

院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有

することが望ましい。 

（ウ） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有

し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時よ

り病院の基本的な機能を維持するために必要な設備につい
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て、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、

非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家

発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等

を参考にして検討することが望ましい。 

（エ） 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸

設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の

診療に必要な水を確保すること。 

イ． 設備 

災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。 

（ア） 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用でき

る環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有して

いることが望ましい。 

（イ） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、

災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、

情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内

容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。 

（ウ） 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発す

る重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備 

（エ） 患者の多数発生時用の簡易ベッド 

（オ） 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の

応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料

水、食料、生活用品 等 

（カ） トリアージ・タッグ 

ウ． その他 

食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給され

るまでに必要な量として、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、

災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを

想定しておくことが望ましい。 

また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者

との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えて

おくこと（ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の

協定等において、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除

く。）。 

② 搬送関係 

ア． 施設 

原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。 
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やむなく病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応

じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着

陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会

社等のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法によ

る飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場

は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となることが

あることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこ

と。 

イ． 設備 

ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有す

ること。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料

水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。 

 

（３） 基幹災害拠点病院 

① （１）③について、複数のＤＭＡＴを保有していること。 

② （１）④について、救命救急センターであること。 

③ 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。 

④ （２）①ア.（イ）について、病院機能を維持するために必要な全ての

施設が耐震構造を有すること。 

⑤ （２）②ア.について、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有する

こと。 

 

（４） その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得る

こととし、指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都

道府県は指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原

則として４月１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指

定の解除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であって、要

件を満たしていないものについては、（１）③については平成２６年３月ま

でに保有することを前提に、（１）④、（２）①ア．（イ）及び（２）②ア．

については当面の間、指定を継続することも可能とする。 

指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に報

告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調査に協力する

こと。 
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医政発 0331 第 33 号 

平成 29 年３月 31 日  

 

各都道府県知事 殿 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

災害拠点病院指定要件の一部改正について 

 

 

標記については、「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年

３月 21 日付け医政発 0321 第２号）別紙「災害拠点病院指定要件」（以下「指定

要件」という。）により示してきたところであるが、今般、平成 30 年度から平成

35 年度を計画期間とする医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の

４第１項に規定する医療計画をいう。）の策定に向けて開催した「医療計画の見

直し等における検討会」において、平成 28 年熊本地震における医療活動の課題

を含めた、災害時における医療体制の整備に関する議論がなされ、災害拠点病院

における業務継続計画の整備や日本医師会、日本赤十字社等の医療関係団体との

連携の重要性が改めて指摘されたところである。 

このことを踏まえ、指定要件の一部を別紙のとおり改正することとし、それら

の概要は下記のとおりであるので、貴職におかれては、改正内容について御了知

いただくとともに、貴管下医療機関に対し周知方お願いする。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

災害拠点病院の指定要件として、災害拠点病院の運営体制について以下の要

件を満たすことを追加すること。 

① 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行って

いること。 

② 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練

を実施すること。 

③ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団

体とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関へ

の支援を行うための体制を整えていること。 

 

２ その他 

今般の指定要件の追加に当たり、既に指定されている災害拠点病院について、追加

された要件を満たしているか確認を行うこと。  
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別紙 災害拠点病院指定要件 

 

（１） 運営体制 

災害拠点病院として、下記の要件を満たしていること。 

① 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出

を行うことが可能な体制を有すること。 

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、

「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場合

には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入

れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病

院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機

能を有していること。 

③ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。

また、災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入

れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。 

 ④ 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。 

⑤ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っ

ていること。 

⑥ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓

練を実施すること。 

⑦ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係

団体とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機

関への支援を行うための体制を整えていること。 

⑧ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい

こと。 

 

（２） 施設及び設備 

① 医療関係 

ア．施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

（ア） 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン

室、手術室、人工透析室等）等救急診療に必要な部門を設けるとと

もに、災害時における患者の多数発生時（入院患者については通常

時の２倍、外来患者については通常時の５倍程度を想定）に対応可

能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ま

しい。 

（イ） 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能

を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ま

しい。 

（ウ） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３
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日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時より病院の基本的

な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電

源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証し

ておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハ

ザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。 

（エ） 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の

整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水

を確保すること。 

イ．設備 

  災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。 

（ア） 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境

を整備すること。また、複数の通信手段を保有していることが望ま

しい。 

（イ） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害

時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力

する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの

研修・訓練を行っておくこと。 

（ウ） 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤

救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備 

（エ） 患者の多数発生時用の簡易ベッド 

（オ） 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用

医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活

用品 等 

（カ） トリアージ・タッグ 

ウ．その他 

食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるま

でに必要な量として、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時

に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定してお

くことが望ましい。 

また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者との

協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと

（ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等におい

て、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。）。 

② 搬送関係 

ア．施設 

原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。 

病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県

の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保すると

ともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等
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のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場

外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物

が建設されること等により利用が不可能となることがあることから、航

空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。 

イ．設備 

ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有するこ

と。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、

生活用品等の搭載が可能であること。 

 

（３） 基幹災害拠点病院 

① （１）③について、複数のＤＭＡＴを保有していること。 

② （１）⑤について、救命救急センターであること。 

③ 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。 

④ （２）①ア.（イ）について、病院機能を維持するために必要な全ての

施設が耐震構造を有すること。 

⑤ （２）②ア.について、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有する

こと。 

 

（４） その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得るこ

ととし、指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都道府

県は指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則とし

て４月１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除

を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であって、（１）⑤又は 

⑥の要件を満たしていないものについては平成 31 年３月までに整備し、又

は実施することを前提に、また、（１）④（２）①ア．（イ）又は（２）②ア．

の要件を満たしていないものについては当面の間、指定を継続することも可

能とする。 

指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に報告

すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調査に協力するこ

と。 

－様式・資料編36－



 
 

医政地発 1205 第 1 号 
平成 28 年 12 月 5 日 

 
各都道府県衛生主管部（局）長 殿 
 

                                厚生労働省医政局地域医療計画課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 

 

大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針について 

 
ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特

別措置法(平成 19年法律第 103号)第５条第１項に規定する病院の使用する救急

医療用ヘリコプター(同法第２条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)

であって救助を業務とするものをいう。以下同じ。)の運航については、これま

で「航空法施行規則第 176 条の改正に伴うドクターヘリの運航について（通知）」

（平成 25 年 11 月 29 日付け医政指発 1129 第１号厚生労働省医政局指導課長通

知）により、適切な対応をお願いしており、各都道府県単位でのドクターヘリ

の運用体制の整備を進めていただいているところである。 

一方、東日本大震災において課題とされた大規模災害時におけるドクターヘ

リの運用体制については、いまだ各都道府県においてその体制整備が進んでい

ない状況にかんがみ、今般、別添「大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築

に係る指針」を策定した。貴職におかれては、本指針の内容について御了知い

ただくとともに、ドクターヘリを活用する医療機関に対する必要な指導並びに

消防機関及び関係団体等に対する周知をお願いする。 

 なお、平成 28 年熊本地震におけるドクターヘリの運用状況等については、現

在関係者等においてその課題等について検証が行われているところであり、こ

の検証等を踏まえて改めて本指針を改定しうることを申し添える。 
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大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針 

 

 

 

はじめに 

 

 災害時におけるドクターヘリの運用については、東日本大震災におけるドク

ターヘリによる被災地活動を受けて、「災害医療等のあり方に関する検討会」

等において検討され、①消防機関等からの要請がなければ緊急出動ができない

こと、②災害時におけるドクターヘリの運航要領が各都道府県で策定されてい

ないこと、③大規模災害時における全国規模でのドクターヘリの運用体制が確

立されていないこと、が課題とされた。 

このうち、①については、「航空法施行規則の一部を改正する省令」（平成

25年国土交通省令第90号）により、ドクターヘリが航空法（昭和27年法律第231

号）における捜索又は救助のための特例の対象とされ、消防機関等の依頼又は

通報を待たずに出動ができることとなり、円滑な運航が可能となったところで

ある。また、②については、「航空法施行規則第176条の改正に伴うドクター

ヘリの運航について（通知）」（平成25年11月29日付け医政指発1129第１号厚

生労働省医政局指導課長通知。以下「平成25年通知」という。）において、各

道府県においてドクターヘリの運航要領を策定することとしており、各都道府

県単位での運用体制の整備が進んでいるところである。 

一方で、大規模災害時には、被災地域の医療提供体制の確保とともに、複数

のドクターヘリのみならず警察や消防、自衛隊等の多数のヘリコプターが協調

して安全かつ効果的に活動する必要があることから、大規模災害時のドクター

ヘリ運用体制の整備には未だ課題が残る。 

このため、大規模災害時にドクターヘリが効果的かつ効率的に活動ができる

よう、全国からの参集方法や参集後の活動方法等を含むドクターヘリ運用体制

の構築に係る指針を提示する。 

 

第１ 総則 

 

１ 適用範囲 

   本指針は、全国規模でドクターヘリの運用が必要となる、南海トラフ地

震、首都直下地震又はこれらと同程度の大規模災害が発生した際に適用さ

れることを想定している。また、発災時に被害状況が確認できない状況で、

当該災害が上記と同程度の大規模災害に当たる可能性がある場合において
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も、本指針に沿って活動することが望ましい。 

２ 指針の取扱い 

本指針は、ドクターヘリの配備状況、災害医療体制の整備状況、図上訓

練を含めた累次の訓練での検証結果等を踏まえ、より適切な指針へと改訂し

ていくものとする。 

なお、本指針は、大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る基本

的な事項について定めるものであり、都道府県等による自発的な取組を制限

するものではない。 

 

３ 用語 

・ ドクターヘリ基地病院（以下「基地病院」という。） 

救命救急センターであって、ドクターヘリを配備している病院。 

 

 ・ ドクターヘリ基地病院地域ブロック 

大規模災害時における被災地へのドクターヘリの派遣を効率よく行うた

め、全国を地域ブロックに分けたもの。平成28年12月１日現在の、地域ブ

ロック及び地域ブロックごとの基地病院を別表に示す。別表は、必要に応

じ厚生労働省において更新するものとする。 

 

・ ドクターヘリ連絡担当基地病院（以下「連絡担当基地病院」という。） 

大規模災害時における被災地へのドクターヘリ派遣を効率よく行うため、

ドクターヘリ基地病院地域ブロック内で、ドクターヘリの派遣、待機等の

ドクターヘリによる被災地活動の調整を行う病院。 

 

・ 航空運用調整班 

被災都道府県災害対策本部内に設置される航空機の運用を調整する内

部組織。警察、消防、国土交通省、海上保安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ都道

府県調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の

安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。ま

た、必要に応じ自衛隊等が入手した被災地の情報を被災都道府県災害対

策本部等に提供する。 

 

・ ドクターヘリ調整部 

被災都道府県災害対策本部内に設置されたＤＭＡＴ都道府県調整本部

の内部組織として設置される。また、航空運用調整班にも所属し、警察、

消防、自衛隊等と航空機運用に関して情報共有、連携を行う。 
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・ ドクターヘリ本部 

被災地の基地病院等に設置、又は被災地に基地病院が無い若しくは基地

病院が被災し機能していない場合は、ＤＭＡＴ都道府県調整本部の下に、

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ（注１）本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部（注２）とともに

設置され、ドクターヘリ調整部の指揮下でドクターヘリに関する運用調整

を行う。 

 

（注１）航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット：ＳＣＵ）  

航空機での搬送に際して、患者の症状の安定化を図り搬送を実施する

ための救護所として、被災地及び被災地外の航空搬送拠点に、広域医療

搬送や地域医療搬送に際して都道府県により設置される。 

   （注２）ＤＭＡＴ活動拠点本部 

         参集したＤＭＡＴの指揮及び調整、管内におけるＤＭＡＴ活動方針の

策定、管内の病院の被災情報の収集等を行う目的で、ＤＭＡＴ都道府県

調整本部の指揮下で、必要に応じて、災害拠点病院等から適当な場所を

選定し、必要に応じて複数箇所設置される。 

 

図１ 被災都道府県災害対策本部におけるドクターヘリ関連部門の体制 
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第２ 平時からの体制整備について 

 

都道府県は、災害時のドクターヘリの運用について、平成25年通知を参照

し、運航要領を定めることとする。また、災害時に速やかなドクターヘリの

運用が可能となるように、平時から所属する地域ブロック内の関係機関や近

接する他道府県との相互応援、共同運用等の協定締結に努める。 

さらに、都道府県は、大規模災害の発生に伴う他地域からのヘリコプター

等の参集に備え、複数機のヘリコプター等が安全に離着陸可能な参集拠点や

給油場所の指定、無線を始めとする連絡手段や燃料の確保などについて、あ

らかじめ関係機関と調整し、地域防災計画等に反映しておくことが望ましい。 

 

第３ 大規模災害時の参集方法について 

 

 １ 原則 

   被災都道府県は、必要と判断された場合、災害対策基本法（昭和36年法

律第223号）第74条に基づき、ドクターヘリの派遣について、他の都道府県

に応援を求めることができる。 

 

２ 単一都道府県の発災時 

   単一都道府県での発災時には、被災都道府県災害対策本部、連絡担当基

地病院及び基地病院は次のような体制をとる。 

 
図２ 単一都道府県発災時のドクターヘリ運用体制 
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①  発災後、被災都道府県災害対策本部はドクターヘリのニーズの把握に

努め、航空運用調整班で、安全を確保するための調整等を行った上で、

当該被災都道府県災害対策本部が所属する地域ブロックの連絡担当基地

病院にドクターヘリの派遣を要請する。また、派遣されるドクターヘリ

の参集拠点を指定する。 

②  ドクターヘリ調整部は、航空運用調整班においてドクターヘリの活動

エリア、活動内容等に関して警察、消防、自衛隊等の関係機関と調整を

行い、また、都道府県医療本部、航空運用調整班等を通じて得た被災都

道府県内のドクターヘリのニーズを集約し、ドクターヘリ本部への活動

指示等を行う。 

③  被災都道府県災害対策本部から要請を受けた連絡担当基地病院は、地

域ブロック内の基地病院と、ドクターヘリの参集拠点への派遣又は待機

の調整を行う。 

④  連絡担当基地病院から連絡を受けた基地病院は、当該基地病院の所属

する道府県に連絡をし、運航会社と調整した上で、派遣の可否を決定す

る。 

 なお、連絡を受けた基地病院の所属する道府県が、派遣先の被災都道

府県とドクターヘリ運航に関する協定を結んでいない場合には、当該基

地病院の長から基地病院の所属する道府県知事に当該派遣に関する了承

を得る。 

⑤  ドクターヘリ参集拠点に参集したドクターヘリは、ドクターヘリ本部

の指揮下で、被災地での活動を行う。 

⑥  被災都道府県災害対策本部は、被災都道府県が所属するブロック内の

ドクターヘリ派遣数よりも多数のドクターヘリが必要であると判断する

場合には、被災都道府県が所属する地域ブロックの連絡担当基地病院へ、

他地域ブロックからのドクターヘリ派遣に関しての調整を要請する。要

請を受けた連絡担当基地病院は近接する他地域ブロックの連絡担当基地

病院に、当該ブロックへのドクターヘリ派遣調整の連絡を行う。 

また、被災都道府県災害対策本部は、他地域ブロックからのドクター

ヘリ派遣を要請していることを、厚生労働省へ連絡する。 

 

３ 複数都道府県の発災時 

   複数都道府県の発災時には、厚生労働省、被災都道府県災害対策本部、

連絡担当基地病院及び基地病院は次のような体制をとる。 
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図３ 複数都道府県発災時のドクターヘリ運用体制 

 

①  複数の都道府県での発災の場合には、厚生労働省から、各被災都道府

県災害対策本部に対し、複数の都道府県での発災である旨の連絡を行う。

また、厚生労働省は被災都道府県から概ね300キロメートル圏内にある地

域ブロックの連絡担当基地病院に連絡し、派遣可能なドクターヘリの機

数等の情報を集約する。 

②  連絡を受けた被災都道府県災害対策本部は、当該都道府県におけるド

クターヘリのニーズを確認し、厚生労働省へ報告及び派遣要請を行う。

また、派遣されるドクターヘリの参集拠点を指定する。 

③  各被災都道府県のドクターヘリ調整部は、航空運用調整班においてド

クターヘリの活動エリア、活動内容に関して警察、消防、自衛隊等の関

係機関と調整を行い、また、都道府県医療本部、航空運用調整班等を通

じて得た被災都道府県内のドクターヘリのニーズを集約し、ドクターヘ

リ本部への活動指示等を行う。 

④  厚生労働省は、被災都道府県災害対策本部からドクターヘリのニーズ

に関する報告及び派遣要請を受けた後、連絡担当基地病院にドクターヘ

リの派遣調整を依頼する。 

⑤  連絡担当基地病院は、厚生労働省の依頼に従い、地域ブロック内の基

地病院と、ドクターヘリの参集拠点への派遣又は待機の調整を行う。 
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⑥  連絡担当基地病院から連絡を受けた基地病院は、当該基地病院の所属

する道府県に連絡をし、運航会社と調整した上で、派遣の可否を決定す

る。 

 なお、連絡を受けた基地病院の所属する道府県が、派遣先の被災都道

府県とドクターヘリ運航に関する協定を結んでいない場合には、基地病

院の長から当該基地病院の所属する道府県知事に当該派遣に関する了承

を得る。  

⑦  ドクターヘリ参集拠点に参集したドクターヘリは、各被災都道府県の

ドクターヘリ本部の指揮下で、被災地での活動を行う。 

⑧  各被災都道府県災害対策本部は、厚生労働省に対し、ドクターヘリの

ニーズを随時報告する。 

⑨  厚生労働省は、第２陣、第３陣のドクターヘリ派遣を速やかに行うこ

とができるよう、被災都道府県から概ね300キロメートル圏外にある地域

ブロックの連絡担当基地病院と、対応可能なドクターヘリについて、情

報共有を行う。 

  

第４ 被災地内でのドクターヘリの活動について 

 

 １ 連絡体制 

参集拠点へ参集したドクターヘリは、ドクターヘリ本部の指揮下で活動す

る。 

被災地に参集した後のドクターヘリが警察、消防、自衛隊等の関係機関と

協力しつつ、被災地のニーズに沿った活動を行う事ができるよう、航空運用

調整班の一員であるドクターヘリ調整部が、当該関係機関との調整を行う。

ドクターヘリ調整部は、被災都道府県災害対策本部での決定事項をドクター

ヘリ本部へ連絡し、具体的な活動について指示する。 

ドクターヘリのみでは患者搬送等に対応できない場合には、ドクターヘリ

本部からドクターヘリ調整部に連絡し、連絡を受けたドクターヘリ調整部は

航空運用調整班へ協力依頼を行う。 

 

２ ドクターヘリスタッフ 

ドクターヘリは、派遣元のドクターヘリスタッフ（操縦士、整備士、医師、

看護師）による活動を原則とし、搭乗する医師又は看護師はＤＭＡＴ隊員で

あることが望ましい。また、操縦士、整備士、本部活動等を行うＣＳ（コミ

ュニケーションスペシャリスト）はＤＭＡＴ補助要員として活動する。 

派遣元ドクターヘリスタッフ以外の医療従事者であってドクターヘリ内
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で活動する者は、原則として、平時からドクターヘリスタッフとして活動実

績のあるＤＭＡＴ隊員とする。 

 

３ 活動終了 

ドクターヘリは、各々が所属するドクターヘリ本部の指示に従い、活動を

終了する。 

派遣されたドクターヘリ全体の活動終了については、被災都道府県災害対

策本部がドクターヘリ調整部の助言を踏まえて決定する。 

 

４ その他の留意点 

ドクターヘリは、派遣元の道府県の運航要領を遵守して運航する。また、

派遣元の知事等による指示があった場合には、被災都道府県災害対策本部と

の調整を図った上で、当該指示に従う。 

ドクターヘリの運用については、運航上の安全確保に係る運航会社の判断

が最優先されなければならない。 
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静岡県医療救護計画 
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静岡県健康福祉部地域医療課 

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 
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